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第 1章 計画の策定にあたって 

 
 
１．計画策定の趣旨 
 

近年、少子高齢化による人口構成の変化や核家族化などにより価値観の多様化が大きく社会に

影響を与え、それらを背景とした人間関係や地域の連携意識の希薄化が憂慮されます。 

このような時代背景の中、教育の分野では、いじめや不登校、児童虐待など、学校をはじめ家

庭や地域の教育力向上がより一層求められています。 

平成 18年 12月に教育基本法が 60年ぶりに全面改正されたことに続き、平成 19年 6月には学

校教育法、平成 20年 6月に社会教育法がそれぞれ改正されるとともに、新学習指導要領の改訂が

行われました。こうした状況の中、長期的な視点に立ち新たな時代に対応していくための教育の

展望と方向性を定めていくことがより一層重要となりました。 

本市では平成 25年 9月に泉佐野市教育行政基本条例を制定し、第 3条に教育委員会は、市長と

協議して、教育基本法（平成 18年法律 120号）第 17条第 2項に規定する基本的な計画（以下「教

育振興基本計画」という。）を定めなければならないとしました。 

 以上のことを踏まえ、本市教育委員会では、学校教育の充実をはじめ、生涯学習の推進や市の

豊かな伝統・文化の継承など、今後めざすべき教育の基本的な方向性や重点施策等を明らかにし

た教育振興基本計画を策定することとしたものです。 

 

 

２．計画の位置づけと期間 

 

教育基本法が改正され、新しい時代にあった教育の目的及び理念、並びに教育の実施に関する

基本が定められ、国及び地方公共団体の責務が明らかにされました。また、国が教育振興基本計

画を公表し、新たな教育の方向性や施策が明らかになってきました。 

こうした中、本計画はこれまでの教育の成果と課題を踏まえつつ、学校及び家庭・地域・行政

が一体となり、実現をめざすものとして位置づけます。 

また、期間として「本市総合計画」との整合性などを総合的に考え、向こう 10年間にめざすべ

き教育の姿を明確にしたもので、計画策定後 5年経過したことから、これまでの施策を踏まえた

形で見直しすることを基本に、最終目標年度の令和 6年度までの計画を策定します。 
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第２章 本市の教育をめぐる現状と課題 

１．人口、世帯数、園児、児童、生徒数の推移 

 

○泉佐野市の人口・世帯数の推移 

※平成 24年 7月 9日に住民基本台帳法が改正され、外国人住民も住民基本台帳に記載されること

になりました。 

泉佐野市の人口は少子化の進行により、わずかながら減少傾向にあります。また、高齢化は全

国的な動向と同様に進んでおり高齢単身者や高齢夫婦が増加しています。 

 

○就学前児童数の推移及び今後の推計 

（各年度とも幼稚園等については、5 月 1 日現在、保育所等については、4 月 1 日現在の児童数） 

区分 年齢 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度  令和元年度 

公私立幼稚

園・認定こども

園１号認定 

3歳児 174 156 145 209 212 

4歳児 271 255 231 259 256 

5歳児 310 260 269 300 259 

計 755 671 645 768 727 

公私立保育所

（園）・認定こ

ども園２・３号

認定 

0歳児 104 107 108 98 108 

1歳児 307 358 331 348 357 

2歳児 389 388 435 402 442 

3歳児 495 417 425 458 439 

4歳児 474 492 426 430 477 

5歳児 467 471 484 416 431 

計 2,236 2,233 2,209 2,152 2,254 

平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が施行され、本市においても認定こども園等の新制

度園に移行する園が増えており、令和元年度末現在 19 か所の教育・保育施設（私立幼稚園 2 園、

公立認定こども園 3 園、私立認定こども園 13 園、私立保育園 1 園）が整備されております。平成

27 年度から令和元年度にかけて幼稚園の園児と認定こども園１号認定児の総数は減少傾向となっ

ておりますが、保育所（園）の児童と認定こども園２号３号認定児の総数は微増傾向にあります。

 

「日本人世帯数＝日本人のみの世帯数＋ 

日本人を含む複数国籍世帯数（混合世帯）」 

「住民基本台帳世帯数 

＝日本人世帯数＋外国人世帯数」 

5月末現在 
日  本  人 外  国  人 住 民 基 本 台 帳 

世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 男 女 計 

平成 27年 44,315 100,140 647 1,126 44,962 48,888 52,378 101,266 

平成 28年 44,619 99,561 812 1,331 45,431 48,696 52,196 100,892 

平成 29年 44,994 99,221 976 1,553 45,970 48,640 52,134 100,774 

平成 30年 45,380 98,946 1,182 1,796 46,562 48,550 52,192 100,742 

令和元年 45,811 98,611 1,379 2,026 47,190 48,329 52,308 100,637 
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就学前児童の人数は、少子化の影響により減少していくことが予測されておりますが、共働き世帯

の増加や幼児教育・保育の無償化の施策により、就園児数は、大幅に減少することはないと考えら

れます。 

 

○小・中学校の児童・生徒数の推移と推計 

 

  下記資料の左側に、平成 27年から令和 2年までの児童数の推移と令和 3年から令和 6年まで

の推計値を示しています。また、右側には、その状況を棒グラフに表しています。 

ただし、表の下に記載していますように、多少の誤差はあるかも知れませんが、基本的には

いずれも学校基本調査を基にした数値です。 

  なお、令和 3年から令和 6 年までの推計値については、令和 2 年 5月 1 日現在での 0歳児か

ら 5歳児までの人口をもとに推計したものです。 

  本市における小学校児童数は、昭和 46 年から昭和 49 年にかけての第 2 次ベビーブームの影

響もあり、昭和 47年に 7,365人であったものが昭和 54年には 10,075人と過去最高を記録して

います。しかしながら、空港関連地域整備事業の進捗や地価の高騰などに伴い、平成 10年には

5,736 人にまで減少しています。その後、空港開港によるまちづくりの進展や 25 歳から 39 歳

までのいわゆる出産適齢期の人口増加に伴い、平成 19年には 6,598人にまで一旦回復しました

が、令和 2 年には 4,698 人と年々減少し続けており、現在の 0 歳児から 5 歳児までの人口を基

に推計した場合、令和 6年には約 4,200人にまで減少することが予想されます。 

  以上のとおり、本市の人口は、平成 21年度にピークを迎えておりますが、児童数については、

昭和 54年にピークを迎え、現在では、その当時の約 47％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 小学校児童数 中学校生徒数 

２７年度 5,265 2,943 

２８年度 5,120 2,774 

２９年度 5,011 2,629 

３０年度 4,925 2,509 

元年度 4,877 2,412 

２年度 4,698 2,390 

３年度 4,651 2,274 

４年度 4,525 2,114 

５年度 4,406 1,947 

６年度 4,196 1,751 

※各年度とも 5 月 1日現在の児童・生徒数 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

２７年度

２８年度

２９年度

３０年度

元年度

２年度

３年度
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６年度
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２．子どもたちの現状 

○ 学習・体力の状況や生活習慣等について 

 令和元年度に実施された、全国学力・学習状況調査において、本市の子どもたちの結果につい

ては、以下の状況にあります。 

 

☆学習面  

≪小学校≫     小学校６年生 平均正答率（％） 

 

 令和元年度の小学校 6年生の平均正答率では、いずれも全国、大阪府を下回る結果となってい

ます。各教科の設問ごとの正答率などを見ると、国語に関しては「接続語を使って内容を分けて

書く」「話し手の意図を捉えながら聞き、自分の考えをまとめる」問題の正答率が低く課題が見ら

れました。算数に関しては「除法に関して成り立つ性質を記述する」「具体的な場面の状況から求

め方と答えを記述し、判断をする」問題などの正答率が低く課題が見られました。 

目的や意図に応じて、相手に分かりやすく伝わるように書く力をつけるとともに、日常生活の

事象を数理的に捉え判断する力を育んでいく必要があります。 

 

≪中学校≫     中学校３年生 平均正答率（％） 

 

中学校 3 年生でも、全国平均と比べ、正答率が低い状況にあります。各教科の設問ごとの正答

率などを見ると、国語においては、「根拠を明確にして書く」「自分の考えを書く」などの問題に

59
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課題が見られました。数学に関しては「数学的な表現を用いて説明する」「数学的に解釈し、説明

する」などの問題に関して課題が見られました。 

 子どもたちに興味・関心をもたせ、活用する力を育むため、思考・判断したことを効果的に表

現する活動を取り入れる授業づくりが求められています。 

 

☆生活面 

 令和元年度に実施された、全国学力・学習状況調査における児童生徒質問紙から、本市の子ど

もたちの生活については、以下の状況にあります。 

 

毎日、同じくらいの時刻に寝ている 

 

毎日朝食を食べている 
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家で、自分で計画を立てて勉強をしている 

 

就寝時刻や朝食摂取などの項目については課題が見受けられ、基本的生活習慣について学校と

家庭のさらなる連携が必要です。家庭学習については、平成２６年度と比較してやや改善傾向に

ありますが、依然として全国平均より低いため、取組みの継続が必要です。 

 

令和元年度に実施された、全国体力・運動能力調査において、本市の子どもたちの結果につい

ては、以下の状況にあります。 

 

☆体力や運動習慣面  

≪小学校≫全国運動能力・運動習慣等調査（令和元年度調査より） 

 小学 5 年男子 小学 5 年女子 

 全国 大阪府 泉佐野市 全国 大阪府 泉佐野市 

握力【kg】 16.37 16.23 16.64 16.09 15.94 15.95 

上体起こし【回】 19.80 19.14 19.27 18.95 18.22 18.21 

長座体前屈【cm】 33.24 32.55 32.63 37.62 37.06 36.54 

反復横とび【点】 41.74 39.57 39.98 40.14 38.06 38.34 

20m シャトルラン【回】 50.32 47.08 44.13 40.79 37.80 35.41 

50m 走【秒】 9.42 9.40 9.37 9.64 9.65 9.58 

立ち幅とび【cm】 151.45 150.02 154.34 145.68 143.52 144.81 

ソフトボール投げ【m】 21.61 20.91 21.00 13.61 12.93 13.50 

体力合計点【点】 53.61 52.24 52.93 55.59 53.99 53.83 

総合評価 A【％】 11.7 8.0 9.9 16.0 10.8 12.0 

総合評価 B【％】 24.1 21.4 22.1 27.0 24.2 22.1 

総合評価 C【％】 33.0 34.1 34.9 33.2 35.8 34.7 

総合評価 D【％】 21.3 24.5 22.9 17.9 22.0 24.6 

総合評価 E【％】 9.9 12.0 10.2 5.8 7.2 6.6 

運動の基本動作である「走る」「跳ぶ」「投げる」種目を 50m 走・立ち幅跳び・ボール投げで見
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ると、小学校では男女とも全国平均を上回るもしくは同レベルに近い状況にあります。その一方

で、20m シャトルランについては男女とも全国平均と比べると大きな差があり、全身持久力につ

いて課題があると言えます。 

また、体力合計点については、男女とも府と同じ水準ではあるものの、どちらも全国平均を下

回っています。 

 

≪中学校≫全国運動能力・運動習慣等調査（令和元年度調査より） 

 中学 2 年男子 中学 2 年女子 

 全国 大阪府 泉佐野市 全国 大阪府 泉佐野市 

握力【kg】 28.65 27.68 28.15 23.79 23.08 22.98 

上体起こし【回】 26.96 26.94 25.64 23.69 23.58 23.08 

長座体前屈【cm】 43.50 41.80 39.85 46.32 45.35 44.80 

反復横とび【点】 51.91 51.21 47.93 47.28 46.80 44.88 

持久走【秒】 398.98 404.22 442.09 289.82 293.51 311.80 

20m シャトルラン【回】 83.53 83.00 72.91 58.31 58.05 55.87 

50m 走【秒】 8.02 8.07 8.32 8.81 8.90 9.18 

立ち幅とび【cm】 195.03 190.60 181.83 169.90 165.98 157.15 

ハンドボール投げ【m】 20.40 19.64 18.37 12.96 12.30 12.12 

体力合計点【点】 41.69 40.41 36.28 50.22 48.71 45.32 

総合評価 A【％】 7.6 5.0 3.1 31.4 25.6 13.6 

総合評価 B【％】 25.1 22.0 12.4 32.3 33.6 32.2 

総合評価 C【％】 37.1 39.4 34.4 24.7 27.0 35.0 

総合評価 D【％】 22.7 25.6 33.2 9.7 11.5 17.2 

総合評価 E【％】 7.4 8.1 16.9 1.9 2.3 2.0 

全ての項目において全国平均を下回る結果となっています。小学校段階で身につけた力を、中

学校段階において向上しきれていない現状があると考えられます。中学校における体力の維持・

向上に課題が見られ、体育実技おける小中連携または義務教育９年間を見通したカリキュラムの

作成・実施など、長期的な視点での授業改善が必要であると考えられます。 

 

<児童生徒質問紙より>  

 生涯にわたり心身ともに健康な生活を送るためには、幼少期のころから主体的に運動やスポー

ツに親しむ習慣を身に付け、基礎的な体力を養うとともに、望ましい食生活など健康的な生活習

慣を形成することが極めて大切です。しかしながら上記の表にもあるとおり、中学校ではほとん

どの項目で全国または府の平均を下回っている現状が続いています。運動習慣等調査の中でも、

「保健体育の授業が楽しい」という設問に対し、「そう思う」と答えた全国の中学 2 年の生徒と、

本市の生徒の回答では男女ともに 20％程度の差があり、課題が残っている状況です。さらに、授

業の中で児童生徒が自身の活動を振り返るための ICT 機器を用いた活動の実施割合が低いことも

課題として挙げられます。客観的に自分の動きを振り返ることができる機会や、仲間の動きを見

ながら自分の動きを修正するような機会を設けていくことが今後求められます。 



 

 

8 

 

 児童生徒の体育の授業に対する意欲については先に述べたように低い傾向にありますが、「運動

をすることが好きだ」と解答する児童生徒の割合は決して低いわけではありません。 

今後は、運動をしたいという意欲ある児童生徒にどのように力を発揮させることができるか、

また、運動が苦手な児童生徒が安心して活動に参加し関わることができるか等、授業展開を工夫

することにより、児童生徒の体力を向上させていく必要があります。 

 

○幼児期の教育について 

 幼児期の教育の現状として、家庭においては、近年の核家族化や少子化等を背景に、価値観、

生活様式の多様化による家庭環境の急激な変化に伴い、幼児期の子どもたちに基本的生活習慣が

身につかず、人と関わる力が不足し、社会性の育ちが遅れるなどの様子が見受けられます。 

 また、地域社会においては、地縁的なつながりが弱まり、人間関係の希薄化などを背景に、子

どもに関する理解不足から育児不安や子育てに対する悩みを抱え、孤立感を募らせる保護者が増

加しています。この傾向は、児童虐待などの問題としても表面化しており、発達面において、情

緒的に安定することが大切な幼児期に、生命の安全をも脅かされるという、望ましくない状況を

生み出しています。 

 本来、幼児期は大人によって愛され、生命が守られ、信頼されることにより情緒的に安定し、

人への信頼感が生まれる時期です。しかし、その根底から崩されてしまう虐待の問題は、幼児期

における発達の妨げとなっています。 

 幼児教育において、子どもたちにふさわしい発達や学びを支えるためには、幼稚園、認定こど

も園や保育所（園）、小学校の連携を一層推進し、家庭・地域・学校との連携及び協力、そして、

幼児期の子育て支援をする取組みをさらに充実させることが求められており、その重要性は増し

ています。 

 

○人権教育について 

人権教育について、各小・中学校で児童・生徒の発達に応じてさまざまな取組みがなされてい

ます。その中で長年続けられている学習・教材はある一定の成果を上げています。今後は、知的

理解だけではなく、人権への深い配慮がその態度や行動に現われる豊かな人権感覚のさらなる育

成が求められます。 

多文化共生につきましては、グローバル化が進む社会情勢の中、帰国・渡日の児童・生徒が増

加しており、それにともなう学習時においての通訳配置や日本語指導担当教員の配置などの支援

体制を図っています。さらに、国際理解の観点から外国の文化や風習を受け入れ、尊重しあえる

人間関係の形成に努めています。このような取組みのもと、豊かな人間性の涵養の現状として本

市の児童・生徒は小学校では 80.2%の児童が将来への夢や目標をもっています。しかしながら、

中学校になると、64.1％とその割合を減らしてしまっています。そこには子どもたちの自尊感情

のもちかたが関わっているようです。「自分には、よいところがあると思いますか」という質問で、

小学校の段階で「ある」と自信をもって答えることができた児童は 35.0％とかなり低い状況とな

っています。中学校に至っては 21.9％とさらに低い状態となっています。この自尊感情の低さが

将来への夢や希望を喪失させていく原因となっているように思います。もちろんそのことだけで

はなく、社会の在り様が変わってきたというのも原因の一つと考えます。 
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教職員の若年化により、これまで本市が培ってきた人権教育の継承・発展が難しくなりつつあ

ります。その点でベテラン層と若年層をつなぐミドルリーダーの存在は大きく、校内での研修や、

学校間での情報交換など縦と横の連携が重要となっています。 

また、支援教育につきましては「ともに学び、共に育つ」というインクルーシブ教育の理念の

もと、障害のある児童・生徒が各校での集団づくりにおいて的確に位置づけられ、学校生活をと

もに過ごすことで自身の自尊感情や自己肯定感を育んでいます。さらに発達障害などへの正しい

理解と実態の把握、個に応じた指導などの共有を図り取組みを進めています。 

 

支援学級に在籍する子どもの数の推移 

 

 本市の小・中学校に通う子どもの数が減少傾向にある中、支援学級に在籍する児童・生徒数は

増加傾向で推移しています。（令和元年 5月 1日現在、小学校 425人、中学校 136人の在籍） 

 

国はインクルーシブ教育システムの構築を進めており、平成 23年 8月 5日に公布された障害者

基本法（一部改正）では『すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する』としています。 

本市でもインクルーシブ教育システムの構築に向けて、長年、大阪府が大切にしてきた「とも

に学び、ともに育つ」教育理念のもと、支援教育の充実を進めています。 

就学時においては、保護者のニーズを把握し、就学前の関係諸機関との連携を通して、障害の

ある子どものより良い就学に向けての支援を実施しています。 

また一人ひとりの児童・生徒の障害や発達の実態を関係諸機関や専門家との連携のもと把握し、

就学後も学校の巡回相談などを通して支援の充実に努めています。 

学校においては支援体制や環境の整備・充実をより一層図るとともに、支援教育コーディネー

ター研修やまなび講座等、様々な研修を通して教育課程及び指導方法の改善充実に努め、知識だ

けではなく、一人ひとりが主体的に出会って学ぶことを大切にする多様な交流教育に取り組んで

います。 
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○不登校児童・生徒について 

本市の不登校率の状況は、小・中学校ともに平成３０年度には一旦減少したものの、その後は

増加傾向にあり、全国や大阪府の状況と比較しても、依然として厳しい状況です。特に、生活背

景が大きな要因となっているケースも多くある小学校の不登校児童の増加は、大きな課題であり、

学校復帰が難しくなっているケースも存在しています。また、小学校で不登校を経験している児

童のほとんどが中学校でも不登校になっているという実態から、小・中学校間では、連携を大切

にしながら常に情報を共有し、未然防止の取組みや不登校支援を行っていくことが重要です。さ

らに、児童生徒や家庭の抱える問題が多様化する中で、各学校がチームとして不登校問題に対応

していくこと、関係諸機関と連携し迅速かつきめ細やかに対応していくことが必要になっていま

す。 

 

 

 

☆不登校の子ども、家庭への支援の現状 

毎月、各小・中学校の不登校担当者が出席する不登校対策サポート委員会を開き、実態の把握
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と支援策の検討および不登校の未然防止に向けた取組みの検討を行うとともに、中学校区ごとの

情報交換を行っています。各校では担当者や管理職を中心に、不登校支援体制の構築を進めてい

ますが、それだけでは改善が困難なケースも多くあり、以下のような専門家や関係機関との連携

が不可欠です。 

（１）スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置 

    各中学校を拠点に、子ども、保護者、教職員を対象に相談活動を行っています。子ど

もだけではなく、保護者の生活や子育てに対する不安を軽減することが、子どもの生活

改善、心の安定につながることからも、スクールカウンセラーは大きな役割を果たして

います。 

（２）スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置 

各中学校を拠点に、子どもの養育に課題を抱える環境への働きかけを行っています。

家庭を、福祉や医療機関等とつなぐことで、子どもの学校生活の状況を改善します。ま

た、アセスメントを行い、教職員と共に具体的な方策を検討することにより、学校組織

の強化を図っています。 

（３）家庭の教育機能総合支援指導員の配置 

    教職員と連携し、家庭訪問や保護者支援、放課後や長期休暇中の学習支援、ケース会

議のコーディネート等を行い、子どもと家庭をサポートしています。 

（４）要保護児童対策地域協議会の開催 

    子育て支援課、地域共生推進課、生活福祉課、健康推進課、学校教育課、子ども家庭

センター、医師会等多くの諸機関が、子どもを守るネットワークの連携強化を図り、家

庭の見守りを行っています。 

（５）教育支援センター「さわやかルーム」「シャイン」、相談室「わかば」の設置 

学校に登校しづらい子どもたちが通う教育支援センターが市内に 2箇所あり、個別の

学習支援や体験活動、人とのふれあい等を通して心のエネルギーを高めていく中で生活

のリズムを取り戻し、学校復帰や社会的自立に向けて、メンタルフレンド（ボランティ

アスタッフ）が中心となって支援しています。また、臨床心理士によるカウンセリング

も行っています。 

教育支援センターにおける教育相談件数は、年間 1,400件を超えています。子どもや

保護者、教職員が対象で、センター長、学力支援コーディネーター、学校支援コーディ

ネーターが相談活動（電話相談、来所相談、訪問相談）を行っています。 

また、相談室「わかば」では、家庭の教育機能総合支援指導員が子どもや保護者を対

象に、相談活動や家庭訪問等の支援活動を行っています。 

≪教育相談件数≫ 

 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

電話相談 534 587 526 760 487 

来所相談 899 972 916 850 708 

訪問相談 353 329 356 222 248 
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計 1,786 1,888 1,798 1,832 1,443 

 

○ 暴力行為及びいじめについて 

・暴力行為について 

本市の暴力行為発生件数は、平成２７年度より減少傾向にあります。これは、児童生徒の

思いや気持ちを共感的に受けとめ、児童生徒との信頼関係に基づく生徒指導に努めてきた成

果と捉えられます。 

しかし、令和元年度、暴力行為は小学校において増加し、全国や大阪府の状況と比較する

と小中学校ともに依然として高い水準にあります。今後も、児童生徒一人ひとりの人権尊重

や個性尊重の視点に立った生徒指導や集団づくりを行い、魅力ある学校づくりを進めるとと

もに、暴力行為に対しては、毅然とした指導を行っていきます。 

また、児童生徒を取り巻く環境に働きかけて改善していく必要があるケースも多く、スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家や、状況に応じて警察、少年サ

ポートセンター等の関係機関とも連携して対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・いじめについて 

いじめとは、「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、該当行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているもの」と、いじめ防止対策推進法（第２条）で定義されて

います。 

   本市のいじめ認知件数は、平成２７年度より年々増加しており、１００人当たりの認知件

数においても全国平均に迫りつつあります。 

しかし、文部科学省が示すとおり、「いじめ認知件数が多いことは教職員の目が児童生徒

に行き届いていることの証」でもあり、いじめ認知はいじめ解消に向けた取組みのスタート

ラインであると捉えています。そして、できるだけ早い段階からいじめではないかという疑

いをもって、その可能性があるものについて積極的に認知していくことが、重大事態を未然

に防ぐことにつながると考えています。 

本市では、「泉佐野市いじめの防止等に関する条例」を令和２年１月１５日に施行し、そ
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の趣旨や「泉佐野市いじめ防止基本方針（第２版）」並びに全小中学校で策定している「学

校いじめ防止基本方針」に沿い、いじめ問題の克服に向けた取組みを推進しています。 

 

 

 

３．学校・家庭・地域の連携 

本市の子どもの状況として、令和元年度全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙からわか

ることは、「朝食を毎日食べていますか」という質問に小学校で 78.7％(国：86.7％)、中学校で

73.8％（国：82.3％）の児童・生徒が「食べている」と答えていますが、いずれも国の平均を下

回る結果となっており、平成 26年度より低下しています。 

また、「学校での出来事について話をしていますか」という質問に「している」と回答した児童・

生徒は小学校で 47.0％（国：50.1％）、中学校では 43.2％（国：46.4％）となっており、平成 26

年度と比較すると小学校では低下し、中学校では向上しています。 

さらに、平日の家庭での時間の使い方について、学習に関して小学校では「30 分～2 時間」と

回答した児童が 52.8％（国：60.9％）と最も多い結果であり、一般的に言われる学年×10 分（6

年生で 1時間）程度の学習時間を確保できている児童が半数程度いることがうかがえる半面、「30

分以下または全くしない」と回答した児童が 5 年前より減少したものの 12.5％（国：9.9％）と

多い結果となり、家庭学習の定着に家庭の協力が必要な様子がうかがえます。中学校では「2 時

間以上」と回答した生徒は 46.0％（35.5％）と計画的に家庭学習をすすめることができている生

徒もいる反面「30分以下または全くしない」と回答した生徒は 19.5％（国：12.8％）とこちらも

国の平均よりも高く、家庭学習の定着の二極化が 5年前と同様に懸念される結果でした。 

次に「社会や地域」についての質問からは、「地域や社会をよくするために何をすべきか考える

ことがありますか」に小学校で 41.8％（国：54.5％）、中学校で 31.5％（国：39.4％）の児童・

生徒が「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」と答えており、子どもの地域に対する関心

が低下している様子がうかがえます。また、「今住んでいる地域の行事に参加していますか」とい

う質問に小学校で 49.3％、中学校では 62.0％の児童・生徒が「参加していない」「どちらかとい
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えば参加していない」と答えています。ただ、「地域や社会をよくするために何をすべきか考える

ことがありますか」という質問で、「考えることがある」と肯定的に答えた児童・生徒は小学校で

15.0％、中学校で 10.0％となっており、5年前からは小・中学校ともに向上しています。 

学習指導要領は、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが

共有し、それぞれの学校において、必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を

身に付けられるようにするのかを明確にしながら、社会との連携・協働によりその実現を図って

いくことを理念として掲げています。その理念に沿った取組みを進めていくためには、基本的生

活習慣や家庭学習習慣の定着等、家庭との連携・協働が不可欠です。また、社会や産業構造の変

化の中で様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら他者と一緒に生き、課題を解決

していくための力を育成していくためには、身近な地域との連携・協働が必要です。 

これからの予測困難な時代に、児童・生徒一人一人が未来の創り手となるためには、これまで以

上に学校・家庭・地域が連携していかなければならないと考えます。 

 

４．社会教育・スポーツの状況 

○文化財の保存と継承 

市内に残る文化財は地域の歴史と文化を物語る貴重な財産です。近年、急激に変わりゆく社会

情勢や生活環境の変化によって、崩壊や消滅もしくは散逸する危機のある文化財を保護するため

に様々な対策を講じる必要があります。 

 

○貴重な歴史的資源の保全と積極的な活用について 

本市には、国宝の慈眼院多宝塔をはじめとする文化財が数多く存在し、日本遺産は日本最多の

３つの認定を受けています。教育委員会では、貴重な文化財の保護・活用、伝統文化の継承に関

する支援しています。 

市内の貴重な歴史資料を保護・活用する施設としては、歴史館いずみさのがあります。歴史館

いずみさのは、中世荘園のテーマ館として設立されました。日根荘は、日本で最初に国史跡指定

された荘園遺跡です。以降、博物館機能の充実をはかり、歴史資料や美術品などの収集及び保存

や、市民の歴史・文化についての学習ニーズに応える役割を果たしています。 

特別展・企画展や講座・講演会などを通じて、市民が郷土の歴史や文化をより身近なものに感

じられるような（文化意識の醸成）事業展開を行うとともに、市内小中学校と連携した郷土学習

への支援などを行っています。 

歴史館いずみさのの事業に参加した利用者へのアンケート調査によると、その満足度は高い満

足度を維持しています。また、歴史館活動協力員（ボランティア）による、資料調査及び整理・

各種の展示補助作業などの活動を行っており、市民との協働を進めています。 

長い歴史と貴重な文化を継承するためには市民の関心・理解・協力が不可欠です。そのため、

歴史や文化に関する市民意識の向上が引き続きの課題といえます。今後は、各生涯学習施設・学

校・文化団体などとの連携を一層進めるとともに、歴史館いずみさのの教育的機能を活用した学

習機会の充実が必要になります。 

また、本市は日本最多の３つの日本遺産を保有するまちとしてのインパクトを活かし、インバ
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ウンドや観光文化の振興を推進いたします。令和元年に認定された日本遺産「旅引付と二枚の絵

図が伝えるまち－中世日根荘の風景－」は、令和２年に歴史館いずみさの内にガイダンスセンタ

ーを設置し、国内外への情報発信拠点といたしました。 

令和２年には、北前船で活躍した豪商食野・唐金家の船主集落として、日本遺産「荒波を越え

た男たちの夢が紡ぐ異空間～北前船寄港地・船主集落」（48市町で構成）に追加認定、さらに本

市の犬鳴山七宝瀧寺を中心とする「葛城修験－里人とともに守り伝える修験道はじまりの地」（19

市町で構成）も新規で認定を受けたことにより、日本遺産のストーリーを活用したまちづくりが

積極的に全国展開しやすくなりました。 

今後は日本遺産や指定文化財、登録文化財とともに周辺の古民家や町並み修景や地域の活性化

をはかるとともに、人材育成や地域の賑わいづくりなどにも取り組む事業を展開していきます。 

 

歴史館いずみさのの総利用者数（展示室の入場者+普及事業の参加者） 

平成 27年度 10,065人 

平成 28年度 10,041人 

平成 29年度 10,734人 

平成 30年度 12,295人 

令和元年度 13,192人 

 

○各種講座や生涯学習情報の提供について 

市民一人ひとりが個性や能力を伸ばし、生きがいのある充実した生活を送るために、生涯を

通して学習行動が行える「いつでも」「どこでも」「だれでも」学べるまちづくりを推進してい

ます。 

生涯学習センター、各公民館は、ボランティア講師の活用を図るなど、市民の学習ニーズや 

地域の実情に応じた学級・講座の開設など様々な学習機会を提供しています。 

価値観の多種多様化している現代、生涯学習の拠点として、変化する社会に適応した情報を

発信していくことが期待されています。 

 

講 座 開 催 回 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
生涯学習 

佐野公民館 長南公民館 北部公民館 日根野公民館 
センター 

27 182 69 54 ― ― 

28 166 65 56 ― ― 

29 172 64 70 ― ― 

30 173 59 64 66 ― 

元 164 54 62 52 47 
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講 座 参 加 人 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自主的な生涯学習などの状況について 

生涯学習は、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段方法を自ら選びながら生涯を通じて行うも

のであることから、生涯学習センター、各公民館は、市民の自主的な生涯学習の場としてのクラブの

充実を図っています。 

生涯学習センターや各公民館は、身近な学習拠点であるだけでなく、交流の場、地域コミュニティー

形成の場として、重要な役割を果たすことを期待されています。 

 

年度 
生涯学習 

佐野公民館 長南公民館 北部公民館 日根野公民館 
センター 

27 4,790 1,360 696 ― ― 

28 5,728 1,125 732 ― ― 

29 5,375 1,231 928 ― ― 

30 5,679 1,075 862 836 ― 

元 5,021 1,064 779 726 769 
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ク ラ ブ 延 参 加 人 数 

年度 
生涯学習 

佐野公民館 長南公民館 日根野公民館 
センター 

27 31,376 22,470 12,455 ― 

28 31,938 21,543 12,279 ― 

29 31,991 21,089 12,041 ― 

30 31,675 20,465 12,255 ― 

元 30,544 17,861 11,768 1,218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
生涯学習 

佐野公民館 長南公民館 日根野公民館 
センター 

27 103 79 42 ― 

28 101 74 44 ― 

29 106 71 44 ― 

30 106 70 44 ― 

元 105 71 42 5 
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○図書館サービスの充実について 

泉佐野市の図書館は、平成 30 年に北部公民館図書室、平成 31 年 4 月に日根野公民館図書室が

開設され、既存の図書館施設と合わせて、市内の図書館ネットワーク機能の強化を図り、地域格

差をなくして市民の図書館利用の促進に努めてまいりました。 

令和 3 年 4 月からは、新たに「いずみさの電子図書館」を開設し、利用者が場所や時間を限定

せず、インターネットに接続して電子書籍を読むことができるサービスを開始します。 

今後も、急速な社会経済環境の変化や取り組むべき課題の複雑化の中にあって、市民の高度化・

多様化するニーズや生涯学習への意欲の支援に務めながら時代に即した図書館サービスの提供に

取り組み、さらなる図書館機能の充実と、市民や地域からの情報発信や交流を支える「地域の情報

拠点」としての役割を果たすことが課題となっております。 

また、子どもたちが豊かな心や生きる力を育むために必要な読書活動の推進を図るため、幼稚

園、認定こども園、保育所（園）、学校等との連携を強化しながら、子どもの充実した読書環境の

整備にも取り組む必要があります。 

 

 個人貸出冊数の推移（資料別）         個人貸出冊数の推移（館別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約・リクエスト処理件数の推移 
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○スポーツの実施状況について 

☆社会体育施設 

 本市の市民総合体育館をはじめとする社会体育施設ではスポーツに親しむ市民の姿が多く見受

けられます。 

ただ、スマートフォンやテレビゲームなどの普及により屋内で遊ぶ子どもたちが増加しており、

また放課後は学習塾や習い事に通う子どもが多いことや、今後は少子高齢化がさらに深刻化する

と予想されていることから、長期的に見ると日常的にスポーツに親しむ市民の数は減少傾向にな

ることも考えられます。 

さらに、令和元年度末から感染症の拡大防止のため社会体育施設を臨時休館したり、ソーシャ

ルディスタンスの確保のために人数制限などを設けたりしましたが、感染拡大防止対策を徹底し、

市民が安全で安心して利用できる施設をめざします。 

社会体育施設における施設利用者数の推移 

 

☆市民参加型のスポーツ振興 

 各関係団体と連携し各競技種目の市民競技大会を開催するとともに、スポーツフェスタ泉佐野

や市民健康マラソンを開催するなどスポーツイベント及び各種スポーツ教室を通じて市民参加型

のスポーツの振興・普及を図っています。 

 また、本市出身アスリートの活躍状況を広報誌に掲載し市民に周知することで、スポーツへの

関心・興味を高め、生涯スポーツの振興につながる取り組みを行っています。市民にスポーツの

楽しさや喜びを体感していただき、スポーツ人口の増加に努めてまいります。 

 

 市民競技大会の開催種目 

 軟式野球、バレーボール、硬式テニス、ソフトテニス、卓球、インディアカ、ゲートボール、

柔道、バスケットボール、バドミントン、体操・新体操、陸上競技、少林寺拳法、ソフトボール、

剣道、トランポリン、弓道、サッカー、グラウンドゴルフ 
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市民競技大会参加者数の推移（全種目合計および種目別） 

 

 

○青少年の健全育成について 

青少年健全育成団体の自主的活動は活発であり、地域を超えた交流事業も行われています。 

地域に密着した青少年を指導するため、さらに地域全体で青少年を支える環境づくりの支援が求

められています。 
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５．教育環境 

○就園・就学の支援について 

 昨今の長引く経済の低迷により、就園・就学の児童・生徒を持つ保護者の経済的負担は非常に

大きくなっています。子どもたちが成長する過程において平等に勉強に励むことができる環境づ

くりを求められています。 

 本市では、子どもを小・中学校に就学させる際に経済的に困っている家庭に対して、学用品費

や給食費などの就学に関する費用の一部を支援しています。就園児童については、子ども・子育

て支援法改正に伴い令和元年 10月から開始された幼児教育・保育の無償化と同時に、市独自の施

策として給食費の無償化を実施しております。また、私立幼稚園において、幼児教育・保育の無

償化に伴い終了した就園奨励費補助金受給よりも負担が増えた家庭については、軽減補助金を支

給しております。 

 今後も、家庭の経済状況を的確に把握し、さらなる支援の充実を図ります。 

主な支援として、以下の 3つがあります。 

 １、要保護及び準要保護児童・生徒への就学援助制度の実施 

 ２、市内の幼稚園・認可保育所・認定こども園に在園する児童の給食費無償化の実施 

 ３、市内の私立幼稚園園児保護者負担軽減補助金の実施 

 

○支援を要する子どもたちへの教育相談について 

各校では障害のある子どもを中心にし、すべての子どもがお互いを尊重し、ともに高め合える

集団を育てる教育を進めてきました。今後さらに取組みを充実させ、深化させるため、インクル

ーシブ教育の考え方に基づき、障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた取組みを支援す

る視点に立ち、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学

習上の困難を改善又は克服するため、引き続き適切な指導及び必要な支援を行っていくことが重

要です。 

あわせて、まわりの子どもたちとの交流、共同学習を積極的に進めることで、「ともに学び、と

もに育つ」教育を推進し、仲間の願いや思いを共感的に受けとめることのできる豊かな感性や、

仲間とともに主体的に問題を解決していこうとする態度等を養い、子どもたちの障害への理解を

深めることが重要です。そのため、学校の教職員または保護者が、障害や発達の状況等、子ども

の実態を的確に把握し、個々のニーズに応じた指導・支援、環境改善が図れるように、障害や発

達に関する専門家による訪問・巡回教育相談を行い、学校の支援に努めます。 

主な内容としまして、授業等で子どもの観察を行い子どもの障害、発達に関する相談及び検査

や具体的な指導・支援方法に関する相談、アドバイスや実践の検証と評価等を実施します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

○教育施設等の整備について 

【教育施設の状況】 

 学校施設は、昨今多発する地震や猛烈な台風の襲来などから、子どもたちの命を守るだけでは

なく、地域住民の避難所として機能しており、その安全性の確保が極めて重要となっております。 

 本市におきましては、耐震改修工事を完了し、緊急時用浄水装置をもつプールや、体育館及び

武道場に空調機器の設置を進め、避難所としての機能充実に努めております。 

また、普通教室・特別教室へのエアコン設置やエレベーター設置、トイレの洋式化、校舎内外

部の改修を行い、様々な教育環境の質的改善に努めています。 

 

【学校図書館の状況】 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13 年 12 月）に基づく「子どもの読書活動

の推進に関する基本的な計画」（平成 20年 3月閣議決定）及び「大阪府子ども読書活動推進計

画」（平成 15年 1月）、「泉佐野市子ども読書活動推進計画」（平成 22年 3 月）の趣旨を踏ま

え、児童・生徒の読書活動を支援する方策を講じるよう努めるとともに、地域の公共図書館と

の連携を図っています。 

現状といたしまして、全国学力・学習状況調査では、「読書が好きですか」という項目に対し

て「当てはまる」・「どちらかといえば当てはまる」と回答したのは、小学校で平成 26年度 66.2％、

令和元年度 67.9％、中学校で平成 26年度 53.0％、令和元年度 56.1％です。市全体としては小・

中学校ともやや改善傾向にはありますが、まだまだ課題があります。 

 

全国学力・学習状況調査 児童質問紙より（質問項目：「読書が好きですか」） 

（平成 30年度は該当質問項目なし） 
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   全国学力・学習状況調査 生徒質問紙より（質問項目：「読書が好きですか」） 

（平成 30年度は該当質問項目なし） 

 

平成 26年度より全中学校区に学校図書館司書を配置しています。 

各学校においては、学校図書館司書や担当者が中心となり、中央図書館等と連携し、団体貸出

や連絡会を行っています。また、PTAやボランティア団体の協力のもと、読み聞かせや図書整備・

児童への貸出業務を行っている学校もあります。「調べ学習」等を通じて学校図書館を利用する

ことで、図書の効果的な活用を推進しています。 

さらに、児童・生徒及び保護者にむけて「学校図書だより」等の読書案内を発行し、家庭での

読書推進のための啓発を行っています。しかし、学校図書館の蔵書冊数は、文部科学省が示して

いる「学校図書館図書基準」を満たしていません。また、古い本を入れ換える必要もあり、蔵書

の整備は十分ではありません。令和２年度調査では、蔵書数は小学校 93,442冊 中学校 52,895

冊で、学校図書館図書冊数標準達成率は、小学校 72.9％ 中学校 78.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

55

65

75

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

中学校

泉佐野市

大阪府

全国



 

 

24 

 

 

第３章 基本計画の理念と施策の基本方向 
 

  令和の時代に入り、知識・情報・技術をめぐる変化の早さは加速度的となり、情報化やグロー

バル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて進展するようになってきています。もはや、

衣食住のどれをとっても、日本だけで生活を完結できる時代は去っており、すべての面で「地球

共同体」を前提とした生き方が求められます。ましてや、関西国際空港を擁し、「世界に羽ばた

く国際都市 泉佐野 －ひとを支え ひとを創り 賑わいを創る－」を標榜する泉佐野市は、この

地球上を覆う時代の潮流をしっかりとみつめ、「国際都市」にふさわしい生き方を追求しなけれ

ばなりません。 

本市の教育は、この認識のもとに展開される必要があり、大きな役割と責任を有し、市民の期

待に応え得る教育の実現を任務とする教育委員会は、今回の「基本計画」策定に際し、全体を一

貫する教育理念として『「主体的に学習に取り組む人材」の育成』を掲げます。 

 予測困難な時代を生きる上で私たちに求められる力は様々ですが、異なった価値観（異文化）

と共生する力は大切です。これから、私たちは常に異文化との共生を経験することになります。

そのために異文化理解は重要ですが、それとともに、一人ひとりが自立して「主体的に学習に取

り組む態度」を育むことも大切であると考えます。課題意識をもって自己や自己が属する社会や

文化を主体的に学習し、外国語などのコミュニケーション能力を養い、プレゼンテーション等に

よって発信し、相手の考えにも傾聴することで、共生に発展していくと思量します。 

 学校教育においては、「主体的に学習に取り組む態度」の育成を推進します。「よりよい学

校教育を通じてよりよい社会を創る」ために、「社会に開かれた教育課程」の実現と新しい時

代に必要となる資質・能力「生きる力」を育みます。とりわけ、学びに向かう力・人間性等の

涵養、生きて働く知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成、豊かな心や健やかな

体の育成等をめざし、一人ひとりの児童・生徒がそれぞれの夢を持ち、夢を自ら語ることがで

きるよう努力を重ねます。 

 また、教職員の意欲・資質能力の向上を図るため、「教職員の評価・育成システム」を円滑

に実施するとともに、教職員を組織的、継続的に育成するため、研修内容や指導体制の充実を

図ります。その際、各教職員が「自己の教育に対する考えと実戦」をきちんと説明できるよう

指導します。 

 社会教育においては、高齢化の進行、人口の減少、女性の社会進出の進展などの社会情勢の変

動を住民が理解し、地球上に生きる一人の人間として諸課題解決への主体的能力を身に付けるた

め、生涯学習センターや公民館などにおいて、グローバル化を基本に置いた男女共同参画の促進、

環境保全、地域防災・安全推進などをとおして、暮らしや仕事の課題解決を支援します。 

また、｢泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例｣の主旨を

踏まえ、すべての市民が豊かな人権意識を身に付けるよう支援します。日本における人権問題

を理解し、異文化の中の人権をも学習する機会を提供する必要があります。 

未来からの宝物である子どもは、「かけがえのない存在」であり、その健やかな成長こそ、 

明日の社会の希望です。子どもが安心して学び、育つことができる環境をつくることは我々大

人の責務であると考えます。しかし、今日学校内外における子どもをめぐる事故や犯罪が深刻



 

 

25 

 

化していると言わざるをえません。安全体制の確認と地域ぐるみで子どもを守る意識を高める

ことを目的として、学校・家庭・地域・行政が連携を推進します。 

さらに、「本市 PTA 連絡協議会」「本市こども会育成連合会」などの社会教育関係団体に対し

引き続き支援します。 

 

２．施策の基本方向 

○「主体的に学習に取り組む態度」の育成 

本市では、平成 21年度より「いずみさの教育文化運動」を展開してまいりましたが、令和の時

代に突入し、学力の二極化、貧困等の格差の問題、ＳＮＳ等に起因するトラブル等、社会の課題

や学校の課題の変化に伴い、児童生徒や教職員の課題も多様化・複雑化してきています。 

またこのような状況の中、ＡＩ技術の発達による産業の変化、働き方の変化等、予測不能な社

会を生き抜く人材の育成が求められ、令和２年度からは小学校において、令和３年度からは中学

校において、新学習指導要領が本格実施となっています。 

学校における教育活動の中心は学習指導にあります。学習指導要領に示された共通に指導すべ

き内容、すなわち基礎的・基本的な学習内容についての確実な定着を図るとともに、必要に応じ

て、各学校の裁量により地域や児童生徒の実態をふまえた特色ある教育に取り組みます。 

  そのためには、児童生徒一人ひとりの知的欲求に応じ、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現

力などの能力を重視した学習指導を行う必要があり、 各学校は、個に応じた多様な教育の展開を

図るため、指導方法の一層の工夫・改善に努めるとともに、児童生徒にとってわかりやすく魅力

のある授業を行うよう工夫することによって、主体的に学習することの喜びや、学習に取り組む

意欲・学習方法を身につけさせることが必要です。 

 

（１）基礎的・基本的な学習内容の確実な定着と、主体的に学び考える力などの「確かな学力」

の育成を図るとともに、児童生徒の能力・適正、興味・関心や進路希望に応じた、特色あ

る教育課程の編成に努め、一人ひとりの個性の伸長を図ります。また、「社会に開かれた教

育課程」の編成に努めるとともに授業のあり方について研究・研修を進め、社会や児童生

徒の変化に柔軟に対応できる実践的な指導力を高め、魅力ある授業づくりに努めます。 

 

（２）年間の授業日数や学校行事等の時間を考慮し、土曜授業を実施する等、学校教育法施行規

則の別表に定められている各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の年間

標準授業時数が適切に確保され、ゆとりをもって教育活動を行うことができるように努め

ます。 

 

（３）児童生徒の学力の実態を把握するよう努め、個に応じた指導を通して、主体的に判断して

行動し、自己を表現する資質や能力の育成を図るよう、知識及び技能の習得と思考力、判

断力、表現力等の育成のバランスを重視し、知識の理解の質をさらに高め、「確かな学力」

の育成を図ります。 
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（４）指導方法の工夫改善定数における習熟度別指導を含めた少人数指導の実施に当たっては、

児童生徒の学習達成度を把握するとともに、その指導の効果の測定に努めます。また、配

置の趣旨をふまえ、児童生徒が主体的に学べるよう、より有効な学習指導法の究明を図る

よう取り組み、複数の教員による指導等、指導方法の工夫・改善に努めます。特に、小学

校における学級担任制の弾力化、５・６年生での教科担任制及び専科指導、少人数授業、

交換授業、合同授業の充実を図ります。 

 

（５）ＩＣＴを活用した教育活動については、国のＧＩＧＡスクール構想に沿って、1 人 1 台端

末を、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で有効的に活用します。また、情報の収集・

整理・分析・表現・発信等を行うことができる情報活用能力を高め、情報手段の基本的な

操作の習得や情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等の育成を図り、

多様な児童生徒を誰一人取り残すことなく推進します。 

 

（６）『泉佐野市小中一貫教育基本方針』（令和元年 11 月）に基づき、モデル校区を中心として、

各中学校区における継続的な小中連携教育の充実・強化を図ります。さらに、その成果を

基礎として、小中一貫教育の取り組みを推進するとともに、当該校区の地域性や特色を活

かした「地域とともにある学校」づくりをめざします。 

 

（７）「総合的な学習の時間｣については、泉佐野市「子どもの主張コンクール」を活用し、探究

的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を

解決し、自己の生き方を考えることができるようにするとともに、協働的な学びの中で、

実社会や実生活の中から問いを見いだし、主体的に課題を立て、情報を集め、整理・分析

して、まとめ・表現することができる力の育成をめざします。 

 

（８）小学校「外国語科」「外国語活動」では、外国語を通じて、言語や文化に対して体験的に理

解を深め、外国語による「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の言語活動を通

して、主体的にコミュニケーションを図る基礎となる資質・能力の育成をめざします。ま

た、中学校外国語（英語）では、各中学校で定める「CAN-DO リスト」等を活用し、明確な

達成目標のもと、英語の４技能をバランスよく指導します。小中学校ともに、ALT を積極

的に活用し、外国語の音声や基本的な表現に十分に慣れ親しむ授業を進めます。 

 

（９）児童生徒に集団や社会の一員としての自覚と、よりよい生活や人間関係を築こうとする自

主性・実践的な態度を育成するとともに、規律ある学校生活ができるよう児童生徒の実態

をふまえた特別活動の充実を図ります。 

 

（１０）スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資す

る部活動については、学校教育の一環として教育課程との関連を図り、計画的に実施する

とともに、地域や学校の実態に応じて、他校や地域と連携した活動、外部指導者や部活動

指導員の導入などについて積極的に取り組みます。 
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（１１）国際化が進展する中にあって、自国の歴史や文化・伝統に誇りを持ち、諸外国の異なる文

化や習慣等について理解を深め、互いに違いを認め合い、共に生きていく力や、自分の意

思を表現できる基礎的な能力の育成及び国際協調の精神を培うなど、国際理解教育の充実

に努めます。 

 

（１２）児童生徒に環境保全、自然保護など人間の環境とのかかわりについての認識を深め、望ま

しい環境観を身に付けさせるなど、環境教育を推進し、児童生徒が主体的に地球規模で生

じている環境問題について考え、環境の保全やよりよい環境の創造に向けて、身近なとこ

ろから具体的に実践する態度を身に付けさせるよう努めます。 

 

（１３）児童生徒が障害者や高齢者との出会いや体験学習を通じて、自分と向き合い、他者に共感

することや社会の一員であることを実感し、福祉の意味や役割についての理解を深めるこ

とができるよう、教育活動全体での福祉教育の推進に努めます。 

 

（１４）読書活動については、児童生徒の豊かな感性や思いやりの心が育まれるよう、生涯学習課

との連携のもと、すべての児童生徒に「泉佐野こども読書通帳」を配布し、その活用を促

すほか、学校司書の拡充や学校図書館の充実に努めます。また、ＩＣＴを活用した教育活

動の一環として「電子図書」との連携を図ります。 

 

○人権教育について 

人々の生活様式の変化がもたらした家庭や地域社会の人間関係の希薄化は、教育にとっても大

きな課題となっています。人は周囲の人や社会に自らはたらきかけ、そこからはたらき返される

という経験を積みながら自分なりの生き方を学んでいきます。多様な考えや経験を持つ人間同士

の関わりがあってこそ、人としての豊かな人間性や社会性が培われていくのです。本市は、様々

な文化や多様な価値観を持つ人々が共生しています。その多様さを本市の良さとして活かすため

にも、家庭や地域社会の人と人との関係を今一度問い直し、それぞれの強い信頼関係を築き上げ

ながら教育活動を展開していくことが重要だと考えています。身近な地域社会の人と人とを繋ぐ

力を見直し、互いに認め合い、かかわり合い、支え合いながら学ぶことができる環境のもとで、

子ども一人ひとりが個性と可能性を伸ばし、若者や大人になっても心身ともに健康で自立した個

人として成長し続けることを期待するものです。 

自分の存在を認め、また、他者の存在を尊重するような「豊かな心」を育むために、人権・同

和教育の充実は不可欠です。そのため、子どもたちを導く立場である教職員の豊かな人権感覚の

高揚が求められます。そこで、各学校での取組みの推進のほか、行政施策としても、教職員の人

権についての認識を深め、人権を尊重した教育実践を推進するなど、部落差別をはじめ、女性、

子ども、高齢者、障害者、外国人等に対する偏見や差別など、あらゆる差別をなくすための取組

みを進めます。 

今、時代に翻弄されることのない確かな人づくりが求められています。社会の変化に柔軟に対

応しつつも、未来に向けた自らの夢と志を持ち、目標の実現に向かって着実に努力していく人の
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育成です。このようなたくましさをもった人を育てるためには、生きるための強い心や他を思い

やる優しい心など豊かな人間性もバランスよく育んでいく必要があります。また、一人でできる

ことは限られています。周囲の人や社会に自らはたらきかけるという経験を積み重ねていき、人

と人との繋がりの中で共に生きながら、人としての生き方を学んでいく力も大事になります。 

そのためには、様々な人権課題に積極的に取り組むことができるように、その重要性について

発信し、各校へ情報を提供します。学校では校内での研究授業等でとりあげ、教職員全体でそれ

ぞれの人権課題について考え、新しい学習・教材の開発に努めます。また、関係諸機関と連携す

ることで理解を深め、保護者・地域への啓発活動が行えるように総合的に支援し、個々のニーズ

に応じた指導・支援のための環境改善等に努めます。帰国・渡日児童生徒への学習言語の獲得の

ためには通訳や日本語指導の充実を図り、ルーツのある子どもの保護者などと連携し、国際理解

を深める学習を進め、子どもたちの肯定的な国際感覚を育成します。 

教職員の配置には年代層のバランスを考慮し、教職員を繋ぐための研修を実施することで、こ

れまでの人権教育を継承し、さらに発展させ、教職員の人権意識を高め次の世代へと繋ぐよう努

めます。 

 

○学校・家庭・地域の連携について  

「主体的に学習に取り組む態度」を身につけた子どもを育てる取組みを進めるため、教師の実

践的指導力の育成・向上を通じて、学校教育の経営体制の整備を図ります。併せて、学校・家庭・

地域が連携・協働し、一体的に子どもたちの教育の充実を進めるため、家庭・地域の教育力向上

を促進します。各学校においては PTAや学校協議会を通じた連携の取組みが進められています。 

このような取組みを支援するため、行政施策としては、PTA や学校協議会に対する支援や、い

わゆる「小 1プロブレム」の解消に向け、幼稚園・保育所（園）・認定こども園・小学校の連携を

推進します。また、地域コミュニティ及び幼稚園・保育所（園）・認定こども園・小学校・中学校

の連携した取組みを進め、「地域教育協議会（すこやかネット）」のこれまでの成果をふまえ、地

域のさまざまな人びとが、子どもの育成のために力を出し合う「協働」の関係を発展させ、地域

社会のなかで子どもを育てる教育コミュニティづくりを一層推進します。 

加えて、学校運営や学校の課題に対して、より広く保護者や地域の方々が参画できるよう「コ

ミュニティ・スクール（学校運営協議会）」の設置導入に向けて研究を進めるとともに、『泉佐野

市小中一貫教育基本方針』（令和元年 11 月）に基づき小中一貫教育の取り組みを推進し、当該校

区の地域性や特色を活かした「地域とともにある学校」づくりをめざします。 

併せて、各家庭における食事や睡眠時間などの基本的生活習慣の重要性を呼びかけるなど、家

庭への啓発活動を進めます。さらに、児童虐待防止の視点から、関係機関と連携した取組みを進

めます。 

 

（１）家庭の役割 

すべての教育の出発点は家庭です。家庭は、家族の愛情によって結ばれた安らぎの場であると

同時に、子どもが成長し大人になっていく最大の学習の場です。家族の言葉使いや立ち居振る舞

いのすべてが手本となります。 

子どもたちは、家族の絆の中で、大きな愛情を与えられることにより「自分は必要な存在であ
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る」と感じることができます。乳幼児期から青少年期を通して、子どもの心に「自己肯定感」を

育むことは家庭の大きな役割であると考えます。 

また、家庭では子どもが日々の生活を通して、基本的な生活習慣や自立心、自制心、他人に対

する思いやり、善悪の判断などの基本的倫理観を身につけ、生活を共にする上で「当たり前のこ

とが当たり前にできる」基礎づくりの場としても重要であると考えます。 

（２）地域の役割 

地域は、家庭や学校等における限定された人間関係を離れ、様々な人や集団と関わり、自然や

優れた芸術や文化に直接触れ、体験をすることができる場です。様々な役割を持つ異なる年齢層

の人と出会い、地域での活動を行うことで、自分に自信がつき、社会性を一層発展させることが

可能となります。地域の一人ひとりが「子どもは地域全体で見守り、育てる」との意識を持ち、

自らが子どもの手本となるように行動するとともに、家庭や学校等が行う教育に対して積極的に

支援することを地域の大きな役割とします。 

また、一人ひとりの持つ能力を活かし、共に学び合い、支え合うことができるよう地域と学校

等が一体となって生涯学習を進めます。 

（３）学校の役割 

学校は、仲間との関わりを通して「生きる力」を育み、一人ひとりの特性に応じた心身の育ち

を促す場です。自立した社会人となるために、確かな学力や豊かな人間性、健やかな体をバラン

スよく育成します。 

子どもたちが人と支え合って共生する大切さを知り、体感することができるよう教育活動を工

夫するとともに、学ぶ喜びを実感できる豊かな学習機会を提供することを学校の大きな役割とし

ます。また、幼稚園・保育所（園）・認定こども園・小学校・中学校・高等学校・支援学校が連携

を深めることによって、長期的な視点で子ども一人ひとりの成長を支える教育の充実を図ります。 

学校・家庭・地域が一体となって教育を推進していくことで、子どもの活動や学習の質を高め

る機会の充実や子どもの多様な可能性を活かす場の拡大などが期待されます。 

地域の中に目標とする大人がいることは、子どもが目的を持って学んでいくためのモデルケース

となり、大変重要なことです。地域の人材を育成・活用し、多様な教育活動を展開していくとと

もに、学校・家庭・地域等の連携体制を強化し、地域や学校等で発生する様々な問題の解決に向

け、一体となって取り組みます。 

 

○教育環境の整備について 

 学校施設は、子どもたちが集い、生き生きと学び、生活をする場であり、また、地域住民にと

っては生涯にわたる学習、文化、及びスポーツなどの活動の場であり、非常災害時には地域防災

拠点のとしての重要な役割を果たすものとされております。これらの活動にふさわしい学校施設

環境を整えるよう安全で安心な教育環境の整備に努めます。 

 

○学校図書館の充実について 

児童生徒が主体的に学校図書館を活用できるよう図書館教育の充実及び環境整備を推進します。

そのため、分類による蔵書バランスに配慮し、蔵書の充実を図り、図書の配置や室内のレイアウ

トを工夫し、図書の紹介や利用の仕方などの啓発に努めるとともに、小中学校における図書貸出
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数や図書館利用数などの調査を実施し、学校図書館の利用促進の把握に努めます。 

また、児童生徒の豊かな感性や思いやりの心が育まれるよう、生涯学習課との連携のもと、す

べての児童生徒に「泉佐野こども読書通帳」を配布し、その活用を促すほか、学校司書の拡充に

努め、ＩＣＴを活用した教育活動の一環として「電子図書」との連携を図っていきます。 

さらに、家庭での読書を推進するため、「学校図書館だより」などで推薦本の紹介や読書の重

要性について保護者への啓発を継続して行います。 

 

○社会教育の充実について 

都市化が進行し、新しく出現する知識や技術がめざましく取り入れられる現代社会のなかで、 

青少年期の教育機会だけでは間に合わず、新しい価値観や生活様式を学ぶための、大人たちの学

習機会の需要が高まっています。 

また、合理的生活と時間に追われる生活への反省や、人間らしさの高まりの欲求から、生涯学

習に生きがいを求めることや、地域社会の連帯感の希薄化から、人間と人間との関係を回復する

ために、生涯学習の場にそれを求める気運も高まっています。 

このように、多種多様化する生涯学習の拠点として、生涯学習センター、各公民館は地域の学

習課題を把握し、時の需要に適応した講座の実施、ボランティア講師の活用、各施設登録クラブ

による世代間交流をふまえた事業を実施します。 

また、クラブの育成や支援を行い、市民企画講座の充実・発展を図り、利用者や市民の学習機

会の充実を図り、学習活動の支援を行ってまいります。 

 

○歴史館いずみさのについて 

学校教育や生涯学習センターの事業（講座等）等と連携しながら、市民に対する学習機会の提

供を行い、本市の歴史や文化に関する市民意識の向上と関心を高め、大学や研究機関などの他機

関とも連携することにより博物館資料の情報共有を行います。 

また、古文書資料、美術資料・民具などの貴重な博物館資料の収集を行い、それらの活用を通

じて、市民の学習機会を提供します。 

さらには、歴史的資源を活かした地域の活性化による賑わいづくりなどにも取り組みます。特

に、３つの日本遺産のストーリーのガイダンス本市の貴重な文化財、伝統文化、郷土芸能を次世

代に伝えるため、関係機関との連携と市民の協力を得ながら、引き続き埋もれた資料の調査・研

究を行うと同時に、資料の散逸・消失を防ぎ、資料のデジタル化などによる保存活用及び普及を

進めます。 

 

○図書館について 

 図書館は、市民が考え、学び、自分で決定していくための資料・情報を収集・保存し、無料で

提供することにより、市民の知的自由を公的に保障するという役割を担っています。 

市民の求める資料・情報を提供するために、図書館では電子書籍をはじめ、多種多様な資料を

豊富にバランスよく収集し、大人、子ども、高齢者、障害者、在住外国人などあらゆる人々の要求

に応じたきめ細かなサービスを提供し、市民の幅広い図書館利用の促進に努めます。 

図書館は貸出だけでなく利用者が求める情報内容を、素早く的確に把握して提供していくレファレ
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ンス（参考調査）サービスのより一層の向上に努め、より質の高いサービスができるように、職員一

人ひとりが図書館サービスの意義と機能を理解し、資質を高める研修に取り組むことに努めます。 

図書館は、基本的なサービスを充実することで、個人の自立と住みよい地域社会の発展に貢献し、

地域の人材を育む社会基盤となります。そして、市民が必要とする情報を提供するとともに情報活用

能力を育成し、市民の情報格差（デジタルデバイド）の解消に積極的な役割を果たすとともに、学校

園と連携し、資料・情報の提供を行い、子どものための読書環境の整備や読み聞かせ等の事業の充実

にも努めます。 

市民の読書活動を支援するために、ボランティア団体やその他読書活動諸団体との連携を深め、市

民にとって利用しやすく心地よい居場所としての図書館づくりのための様々な活動に取り組みます。 

 

○文化財の保存と継承について 

文化財は地域特有の歴史文化に育まれ、地域の人々によって継承されてきた貴重な財産ですが、

その貴重な文化財の保存活用を進めることで郷土への愛着や文化財保存への正しい理解が深まり

ます。幅広く市民に文化財の情報を公表し、また積極的に公開する機会を設けることがその啓発

につながります。また令和元年以降、日本遺産認定された日根荘、葛城修験、北前船の３つのス

トーリーを物語る構成文化財や茅渟宮跡（衣通姫）等の未指定文化財、文化財に該当しないもの

も含めて、各地域にとって重要であり、守り伝えていくべき歴史文化資源について、ひとづくり

や地域の活性化に持続可能な取組みが望まれています。 

本市は、平成 29 年に史跡日根荘遺跡の保存活用計画の策定、平成 31 年に泉佐野市歴史文化基

本構想を策定し、令和３年には泉佐野市文化財保存活用地域計画の文化庁認定をめざします。 

市のウェブサイト、刊行物の発行、説明板の設置、講演会、現地見学会、展示会の実施、地域

へのワークショップや子どもたちの歴史学習など様々な世代に向けて文化財のあらゆる情報発信

を行っていきます。 

また、史跡日根荘遺跡、日根荘大木の農村景観をはじめ泉佐野市を代表する歴史文化資源は、

長期計画の中で、将来、史跡整備や大木地区の文化的景観の保全を推進するために、地域の理解

と協力の中で推進していきます。 

 

○スポーツ振興について 

スポーツにふれあうことで市民の健康増進を図ることができ、またスポーツを通じた交流によ

り豊かで明るい市民生活に繋がることから、今後も多くの市民がスポーツに親しんでもらえるよ

う、市民のニーズに対応した各種の市民競技大会やスポーツイベント、スポーツ教室の開催など

様々な取組みを実施し、スポーツにふれあう機会づくりを図ります。 

また、障害のある人がスポーツに親しむ機会づくりとして障害（児）者を受講対象とした水泳

教室などを開催し、誰もがスポーツを楽しめることをめざします。 

市民にスポーツへの関心をもってもらい、スポーツを始めるきっかけづくりの一つとなるよう、

またスポーツに親しんでいる子どもたちが将来に夢を持ってもらえるよう、泉佐野市出身のトッ

プアスリートへの応援活動を実施し、広報誌などでその活躍状況の周知を図ります。 

今後、体育協会ならびにスポーツ推進委員協議会、スポーツ少年団、スポーツリーダー協議会、

レクリエーション協会などのスポーツ団体と連携をさらに深め、本市の生涯スポーツ振興を進め
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ていきます。 

 

 

○青少年健全育成について 

市内の青少年健全育成団体の自主的活動を支援し、地域との連携を進め、多様な青少年活動に

対応できる人材の育成に努めます。また、各施設での青少年の居場所づくりを推進します。 

青少年の健全育成には、学校との連携を密にする必要があります。青少年指導員は、中学校区

単位で活動しており、校区単位の事務局が各中学校に設置されているため、各中学校の生徒指導

主事と日常的に連絡がとれる状況にあり、府下でも最も連携がすすんでいる地域といえます。こ

うした利点を今後ともより一層生かしていきたいと考えています。 

また、学校連携と共に青少年健全育成に関わる警察との連携も中学校を通じて積極的に行います。

少年非行の未然防止の観点から夜間巡回パトロールでの声掛けや青少年の実態を把握し、必要に

応じて関係機関との連携を促す活動を進めていきます。 
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 第 4章 施策の展開 

今後 5年間に取り組むべき施策の具体的な内容 

（１）学力・体力の向上を図ります 

本市では、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、課題のある小学校への支援策として、「学

力向上アドバイザー」の配置を行っています。また、市域全体の学力的課題の解決に向けて、「学

力支援コーディネーター」を配置し、教職員研修も含めて学校と連携しながら、学力向上への取

組みを進めています。さらに、子どもたちの自学・自習力育成のため、「泉佐野まなびんぐサポー

ト事業」として、全小中学校に放課後学習支援スタッフの配置、課題のある小学校に算数科にお

ける学習支援サポーターの配置を行っています。 

また、平成 28 年度から市内全小学校３・４年生で、平成 29 年度からは３・４・５・６年生で

35人以下の少人数学級を実施するための市費講師を配置し、学力・生活等の個別の教育課題に対

し、よりきめ細かく対応しています。令和元年度からは佐野台小学校で体力向上推進のための市

費講師を配置し、引き続き取り組みを進めています。 

体力向上に向けては、子どもたちが運動に対して多様な関わり方ができるよう工夫する必要が

あります。学校体育活動においては、運動の特性を生かし、できることの楽しさを味わえる授業

を展開するように努めることはもとより、「する・みる・支える・知る」といった活動を通して、

子どもたちが生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現できるよう、長期的な視点からも取り

組みを推進します。また、学校プール整備に伴い、水泳指導においても同様に取り組みを推進し

ます。さらに、小学校では、夢に向かって努力することの大切さや、仲間と協力することの大切

さを子どもたちが実感できるよう、トップアスリートとの出会いの場を適切に設定するとともに、

中学校においては、部活動指導員を各校に配置することで、より専門的で適切な指導を行い、子

どもたちが主体的にスポーツと関わることのできる環境を整えていきます。 

保健分野においては、健康であることが生涯において重要であることを念頭に、子どもたちが

保健・体育の授業を通じて健康・安全について理解することにより、自他の課題を発見し、より

よい解決に向けて思考し判断するとともに、それらを筋道立てて他者に表現できるようになるこ

とをめざします。 

そのために、授業において子どもたちの状況に応じた目標を適切に設定することで、課題に向

き合い、達成できるようになることを支援します。 

さらに、運動が学校だけで終わらず、家庭・地域に帰っても行われるような動機づけをするこ

とで、子どもたちの運動習慣が定着するよう、地域と連携した支援を行います。 

 これらのことを実現し、5年間で泉佐野市の子どもたちの体力を全国平均まで引き上げるため、

教職員研修や体育主任会を実施し、大阪体育大学等と連携した学校支援を行います。 

<指標> 

全国学力・学習状況調査の結果： 

令和元年度 全国平均以下、 令和６年度 全国平均との差－2.0 

全国体力・運動能力調査の結果： 

令和元年度 全国平均以下、 令和６年度 全国平均 
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（２）道徳教育を充実します 

平成 27年 3月学習指導要領の一部改正により、小学校は平成 30年度から、中学校は令和元年

度から「特別の教科道徳」（道徳科）が実施されています。 

各小・中学校においては、道徳教育推進教師を中心として、道徳教育を充実するための体制づ

くりを図ります。学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、道徳教育の全体計画と道徳科

の年間指導計画を作成し、道徳科の時間はもとより、学校の教育活動全体を通じて道徳教育を推

進します。また、小・中学校が連携し、発達段階に応じて小学校から中学校までの内容の体系性

を高めていきます。 

そこで、道徳教育推進教師向けの連絡会議や研修会をさらに充実させ、道徳教育推進教師の資

質向上を図ります。また、校内道徳授業研究を充実させ、様々な価値観について、子どもたちが

多面的、多角的に考え議論する道徳科の授業実践を進めていきます。 

また、「本市道徳教育振興条例」（平成 27年 9月施行）の基本理念に基づき、家庭や地域社会

との共通理解を深め、相互の連携を図るために、全学級での授業公開を積極的に行います。子ど

もたちが、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意

欲と態度を育てることができるよう、道徳教育を充実させ、子どもたちの豊かな人間性をはぐく

んでいきます。 

<指標> 

全学級公開授業の実施校数 令和元年度 6校、令和 6年度 全校（18校）実施 

 

（３）人権教育の推進に努めます 

これまでの同和教育の役割と成果をふまえ、「人権教育基本方針及び人権教育の基本的推進

方向」（平成 12年 6月）「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざ

す条例」(平成 5年 12月）などに基づき、今後も人権教育を総合的に推進していきます。その

際、「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）」をふまえ、子どもや地

域の実態に応じて効果的に人権教育を推進するために校内の推進体制をさらに充実させ、家庭

・地域との連携を深め、その教育力を活用するとともに、家庭・地域社会の人権意識の高揚に

努めます。 

人権教育を推進するために、まずは、子どもや地域の実態を把握し、人権教育の課題

を明らかにします。子どもが豊かな人権感覚を身につけることができるよう、各校において人

権教育の全体計画及び年間計画を作成するとともに、授業内容の工夫改善を図る研究を推進し、

全教職員が一致協力して実践していく学校内の推進体制の整備を進め、人権教育の一層の

充実を図ります。 

さらに、人権教育の先進校に学ぶとともに、中学校区を中心にこども園・小学校・中

学校での実践交流に努め、こ小中の一貫した人権教育を推進していきます。また、中学

校においては高等学校との連携を一層深めていきます。 

校種間連携だけではなく、家庭・地域との連携を深め、その教育力を活用するととも

に、家庭・地域社会の人権意識の高揚に努めます。また、人権啓発委員会を組織するな

ど、各校のＰＴＡ組織としても、人権啓発活動を積極的に進めていきます。 
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また、市主催の管理職を対象とした校園長人権教育研修や教頭人権教育研修、新任・転任者を

対象とした新転任人権教育研修、全教職員を対象とした人権教育研修講座等の教職員研修を継続

的に実施するとともに、府教育センター等の研修についても情報提供を行い、教職員の人権意識

の高揚と資質向上に努めます。 

併せて、インターネット上の書き込み等による人権問題など、新たな課題に対応するための指

導内容や方法に関する研修や、児童虐待に対応するための研修の一層の充実を図ります。 

 

＜指標＞   参観において人権教育の授業を行った学校数 

      令和元年度 小学校 12校 中学校 2校 

令和６年度 小学校 13校 中学校 5校 

 

（４）英語教育を推進します 

国際化・グローバル化が進み、物事を地球規模で判断したり解決したりしなければならない時代となり

ました。国際社会をたくましく豊かに生きるために、そして関西国際空港の玄関都市として、外国の人々

と臆することなく進んでコミュニケーションを図り、主体的に行動する力を育むことが必要となります。また、

公共施設等の案内板の外国語表記が進められるなど、地域の中で共に暮らす外国人に生活に必要な情

報を伝えなければならない時もあります。 

児童生徒の「コミュニケーション力」の育成を図るために、全小・中学校において、外国語指導助手

（Assistant Language Teacher）を派遣し、英語教育を推進します。また、府の加配である小学校英語専科

指導教員を充実させ、小学校外国語活動・外国語科における指導力の向上を図ります。 

各学校では、外国語による言語活動を通して、人とかかわり合う楽しさや自分を表現することの喜び、

言語及び文化への興味・関心を高め、より広い世界を知る感動等を児童生徒に味わわせる実践に努め

ています。今後も、外国語担当者連絡会を開催し、教員の指導力向上に努めるとともに、小学校3年生か

ら中学校 3年生までの 7か年を見据えた指導及び創意工夫を生かした外国語教育を推進していきます。 

<指標> 

 CEFR A1レベル相当以上の英語力を有すると思われる中学校 3年生の割合 

令和元年度 37.9％、令和 6年度 50％ 

 

（５）小中一貫教育を推進します 

長年、児童生徒を取り巻く大きな課題であった「小中ギャップ」を緩和するため、本市では、

令和元年 11月 8日に『泉佐野市小中一貫教育基本方針』を策定し、令和２年度より小中一貫教育

を推進しています。 

「小中ギャップ」とは、一般的には「中 1ギャップ」と呼ばれているものであり、中学校入学

に伴う環境の変化や不安等が影響して起こると考えられる、「不登校生徒の増加」や「生徒指導

上困難さを抱える生徒の増加」、また、「学習意欲の減少」や「学習面でのつまずき」が主なも

のとして挙げられます。このような課題を緩和させ、児童生徒が安心・安全な学校生活を送るこ

とができるよう、中学校には小中一貫教育コーディネーターを配置し、小学校の学校長の推薦に
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よる校内リーダー教員と連携・協働することで、全ての中学校区において義務教育 9年間の子ど

もの学びと育ちを円滑に接続し、中学校区のめざす子ども像の実現に向かって、小中一貫教育を

段階的に進めていけるよう取り組みます。さらに小中一貫教育並びに生徒指導等課題解決取り組

み推進のため、令和元年度には推進校として佐野中学校・長南中学校に、令和 2年度からは全て

の中学校に市費講師を配置し、取り組みを進めています。 

また、小学校高学年での教科担任制についても加配教員等を活用しながら充実することで、専

門性の高い学習指導を実現するとともに、小学校における教科の指導内容の系統性を整理し、中

学校の学習に円滑に接続できるようにします。さらに、中学校教員による小学校への乗り入れ授

業も行い、小学校教員と協働した授業を計画・実施することで、義務教育 9年間の教育課程の編

成を行います。 

 これらの実現に向け、泉佐野市小中一貫教育推進委員会を実施し、学識経験者等からの助言を

受けながら市全体としての取組みの方向性を定め、その内容に基づき、各中学校区の小中合同研

修会や校区小中一貫教育推進委員会への支援を行うことで、着実に取組みを進めていきます。 

さらに、小中一貫教育コーディネーターが他市町村の小中一貫教育先進校を視察し、各中学校

区の子どもたちの実態に応じた取組みを検討できるよう支援を行います。 

<指標> 

 児童生徒アンケート（小 6・中 1）「学校に行くのが楽しい」 

  令和２年度 小学校 6年生 48.8％ 中学校 1年生 63.1％ 

令和６年度 小中ともに 70％以上 

 児童生徒アンケート（小 6・中 1）「授業がよく分かる」 

  令和２年度 小学校 6年生 55％ 中学校 1年生 52.7％  

令和６年度 小中ともに 70％以上 

 

（６）ＩＣＴを活用した教育活動の充実に努めます 

Society5.0の実現に向けて、子どもたちを取り巻く環境も急速に変化し、ＩＣＴ活用はもはや

必須となっています。小学校で令和２年度、中学校で令和３年度に全面実施となった新学習指導

要領においても、授業でのＩＣＴ活用に必要な環境を整備し、学習活動の充実を図ることが明記

されるとともに、情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として位置づけられ、小学校では

プログラミング教育が必須化されました。また、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等

の緊急時においても、ＩＣＴの活用によりすべての児童生徒の学びを保障できる環境を実現する

ことが求められています。 

国のＧＩＧＡスクール構想推進のもと、令和２年に全小中学校において、高速大容量の通信ネ

ットワーク環境と児童生徒１人１台のパソコン端末を整備しました。令和３年度以降、児童生徒

１人１台端末の効果的な活用方法と定着の実現を図るべく、ＩＣＴを活用した教育活動の充実に

努めます。また、児童生徒の学習を円滑に進めるために、学校ネットワーク環境の整備に努め、

家庭学習のための通信環境の整備を支援します。 

<指標> 

授業における PC 端末の月平均利用回数 令和６年度 平均１８回以上／月 
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（７）生徒指導・教育相談体制充実に努めます 

生徒指導は、一人ひとりの児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や

行動力を高めることをめざして行われる教育活動です。 

本市では、これまで学校のあらゆる教育活動を通して、児童生徒一人ひとりを大切し、人権尊

重や個性尊重の視点に立った生徒指導を推進してきました。 

しかし、児童生徒を取り巻く社会状況が著しく変化する中で、生徒指導上の課題は、より複雑

化・深刻化する傾向にあります。とりわけ、ＳＮＳ等の新たなコミュニケーションツールの急速

な普及は、児童生徒の人間関係の構築方法を多様化させています。 

そのような中、各学校においては「成長を促す指導」を充実させ、すべての児童生徒が学ぶ喜

びや学校生活での充実感を味わえるよう、魅力ある学校づくりに努め、すべての教職員が生徒指

導の意義や方針について共通理解し、役割を明確化して校内の生徒指導・教育相談体制を構築し

ます。 

また、児童生徒を取り巻く環境に働きかけて改善していく必要のあるケースも多く、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家や、状況に応じて警察、少年サポートセ

ンター、子ども家庭センター等の関係機関とも連携して対応していきます。 

暴力行為に対しては、大阪府教育庁が示す「５つのレベルに応じた問題行動対応チャート」及

び本市の「問題行動への対応チャート」を活用し、毅然とした態度で組織的に適切かつ迅速な対

応をするとともに、人権尊重の視点にたった指導を行っていきます。 

 いじめ問題については、全ての教職員がいじめは絶対に許さないという、人権尊重の視点にた

った強い姿勢を示すとともに、日頃から、児童生徒のシグナルをいち早くキャッチできるよう子

ども理解を深め、アンケート等を実施し、「校内いじめ防止委員会」を中心として組織的な対応

を行っていきます。また、学校、家庭及び地域との連携を密にするとともに、専門家と協働した

相談体制を充実させ、いじめ解消に努めます。 

不登校支援については、２か所の教育支援センター「さわやかルーム」「シャイン」と相談室

「わかば」の活動事業を推進し、学校との連携を深めて多角的な支援体制を強化します。 

 さらに、生徒指導支援員（２名）、家庭の教育機能総合支援指導員（５名）、不登校支援協力

員（２名）、各中学校区と２か所の教育支援センターにスクールカウンセラーを１名ずつ、各中

学校区にスクールソーシャルワーカーを１名ずつ配置するなど、専門性の高い人的支援を行い学

校の生徒指導・教育相談体制のさらなる充実に努めます。 

＜指標＞ 

暴力行為発生件数（小学校）   令和元年度 １３０件   令和６年度 ６０件 

暴力行為発生件数（中学校）   令和元年度  ３９件   令和６年度 ３０件 

１００人当たりのいじめ認知件数 令和元年度 ４.０３件  令和６年度 全国平均 

不登校児童率（小学校）     令和元年度 ０.８４％  令和６年度 ０.４％以下 

不登校生徒率（中学校）     令和元年度 ４.６８％  令和６年度 ３.５％以下 
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（８）安全・安心な学校づくりに努めます 

 本市では、子どもたちが安全で安心して学校生活が送れるよう、ハード・ソフト両面からの整

備に努めています。 

 具体的には、子どもたちへの登下校指導、教職員・子どもたちを対象とした防犯訓練の実施、

安全マップの作成、小学校への受付員配置、府の事業を活用したスクールガード・リーダーの配

置、カメラ付きインターホンの設置等に取り組んでおり、平成 27年度からは通学路への防犯カメ

ラの設置を順次進めるなど、子どもたちの安全確保及び学校の安全管理に努めています。 

 また、家庭や地域、関係諸機関と連携し、市内一斉パトロールの実施やこども安全対策会議の

実施、不審者情報等のメール配信による地域パトロールの強化等様々な取組みを進めています。 

さらに福祉委員会推進委員、民生委員児童委員、地域ボランティア等による登下校時通学路の

見守り活動や下校時の防災無線での見守り活動の呼びかけなど協力依頼の充実に努めています。 

 今後とも、子どもたちの安全・安心を確保するためには、学校の危機管理意識の向上や危機管

理体制の拡充、家庭や地域への継続的な協力を求めていくことが必要であると考えます。特に、

子どもたちが自他の安全を確保するため、犯罪の被害に遭わないための知識を実践的に理解する

とともに、日常生活全般における様々な危険に適切に対応できる能力を育みます。さらに、防災

教育の充実を図り、今後予想される大地震や津波等に対する計画的な避難訓練の実施に努めます。 

<指標> 

市内一斉パトロール協力者（延べ人数） 令和元年度 1,347人 令和６年度 1,500人 

 

（９）泉佐野市の未来を創る教育事業を充実します 

 平成 24 年度に泉佐野市の独自性を活かした教育活動として「泉佐野市の未来を創る教育事業」

が始まりました。そのうちの一つである、「未来を紡ぐ 子どもの絆」プロジェクト事業では、未

曽有の大震災に見舞われた東北地方を中学生が訪問しました。現地の状況を直接見聞きすること

で、自らが支援できることを考え実行し、双方の絆を深めるとともに、防災に向けた取組みを進

めることを目的に、夏季休業中を利用して実施しています。岩手県大船渡市や釜石市、陸前高田

市、宮城県石巻市や女川町、福島県相馬市や熊本県宇土市など、継続的に被災地を訪問し、見聞

きしてきた内容や感じたこと等を、校内での集会や市教育フォーラム等で発信しています。 

 また、平成 28年度より、小学校４年生全員を対象に、子どもたちが日ごろから防災と減災に深

い関心を持ち、意識を高め、自分で考え判断し行動できる「防災力」を身につけることを目的と

して「ジュニア防災検定」を実施しています。 

 今後も、他の事業も含め本市独自の特色ある事業に取り組んでいきます。 

 <指標> 

被災地訪問参加人数 令和元年度 35人（累計）、令和 6年度 90人（累計） 
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（１０）国際交流を推進します 

近年の急速な社会のグローバル化に対応し、本市においても国際化、多文化共生の視点を重視

した施策を展開し、「すべてのひとが輝くまちづくり」を進めています。こうした背景のもと、教

育の分野においても海外派遣事業や文化交流事業を推進することにより、人と人との交流・ふれ

あいを創出し、国際意識の高揚に努めます。 

 

【モンゴル国・ベトナム社会主義共和国友好交流事業】 

平成 25年 7月にモンゴル国トゥブ県と泉佐野市が、双方の友好交流を互恵的かつ市民に有益な

交流として発展させるために友好交流の覚書を締結しました。次代を担う子どもたちが実際に訪

問し、自らがこれからできることを考え実行し、双方の絆を深めるとともに、今後の国際理解教

育（多文化共生教育）に向けた取組みを進めていきます。 

平成 26 年度は中学生 10 名を 3 泊 4 日の行程でモンゴル国へ派遣し、現地の子どもたちに日本

の伝統的な遊びである、凧揚げやけん玉、コマ回し、竹とんぼなどを紹介し交流を深めました。

また、遊牧民の住居を訪問し、食生活などの聞き取りをし、乳製品などを頂きました。宿泊は観

光用ゲルで 2 泊、最終日をホテルとし、食文化も堪能しました。参加者は事後報告会として、生

徒会交流会や教育フォーラム等で発表しました。この年から、平成 30年度までモンゴル国との交

流事業を継続してきました。 

また、令和元年 10月には、ベトナム社会主義共和国ビンディン省と本市が友好交流に関する覚

書を締結しました。今後もこの事業の充実、発展に努めます。 

<指標> 

  友好交流事業参加人数 令和元年度 10人、 令和６年度 10人 

 

【オーストラリアとの文化交流事業】 

サンシャインコースト市と泉佐野市の文化交流を通して、子どもたちが自分たちの郷土の良さ

を再発見するとともに海外への見識を広げる機会にします。また、オーストラリアについて学ぶ

ことで、外国語（英語）に親しみを持ち、海外に興味や関心を示した生徒が国際社会に視野を広

げるための事業とします。 

 この事業は 2014年度から始まり、当初は、小学 5年生が泉佐野市を紹介する絵画を作成し、20

点の作品をオーストラリアへ送りました。また、相手市の作品を 20点受け取り市内巡回展という

形で各小学校にて展示しました。現在は、中学 3 年生を現地に派遣し、ホームステイや現地小学

校訪問を通じて国際理解教育を行いました。 

<指標> 

  オーストラリアとの文化交流事業派遣人数 令和元年度 10人 、令和 6年度 10人 

 

【青少年海外研修事業】 

 本市では毎年市内の青少年をオーストラリア・クィーンズランド州サンシャインコーストへ派

遣しています。この事業は青少年が外国の言語や文化を学ぶとともに、現地での生活体験や人々

との交流を通じて、国際的視野に立ち、本市の国際化の一翼を担う人材として活躍する礎を築い
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ていくためのものです。 

平成 2 年の開始から、これまで合計約 460 名を派遣してきました。事前研修では泉佐野地球交

流協会と連携し英会話レッスンを中心に、オーストラリア生活セミナーや日本文化紹介など実施

しています。参加者からは単に英会話の上達にとどまらず、外国の風俗や習慣に気づき、国際感

覚を身に付けるきっかけとなったと好評です。今後もこの事業の充実、発展に努めます。 

<指標> 

 オーストラリア等への派遣人数 

       令和元年度 463人（累計）   令和 6年度 499人（累計） 

 

（１１）安全で快適な教育施設の整備・充実に努めます 

本市の学校施設につきましては、耐震補強工事や建替えにより、その安全性が確保され、エレ

ベーターの設置などのバリアフリー化や、建物内外の改修、プール設置を行い、教育環境の充実

を図ってきました。 

 また、学校における熱中症対策や授業に集中できる環境を確保するため、普通教室、特別教室

にエアコンを設置し、快適な室内環境を整備するとともに、令和元年度から３ヵ年計画で災害時

の避難所ともなっている小中学校の体育館及び武道場に空調機器の設置を行っています。 

 上記のように一定の整備を進めてきましたが、築年数が３０年以上の校舎等の学校施設が７割

を超えており、その老朽化対策が課題となっております。今後は、令和２年度に策定した学校施

設長寿命化計画に基づき、ライフラインの更新や、校舎内外の改修を年次的に行い、安全で快適

な教育施設の整備・充実に努めます。 
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（１２）通学区域について 

○これまでの経過 

・昭和 56年 4月 中央小学校開設に伴う通学区域の見直し 

・平成 15年 9月  泉佐野市立学校通学区審議会に「泉佐野市における通学区制度の見直し 

（通学区域制度の弾力的運用の方策を含む）について」諮問（平成 16年 2月答申） 

 

・平成 17年 4月 通学区弾力的運用（地理的理由による指定校変更）開始 

・平成 20年 4月 大木小学校が特認校制度を導入し、小規模特認校としてスタート 

・平成 22年 11月 泉佐野市教育問題審議会に「泉佐野市立小学校の適正規模及び統廃合に 

ついて」諮問（平成 23年 6月 答申） 

 

・平成 24年 1月 「小学校の適正規模並びに小規模校及び大規模校に関する実施方針」策定 

・平成 25 年 3 月 市議会厚生文教委員会での学校施設耐震化の補正予算案に係る質疑に対す

る答弁の中で、教育長が通学区域の見直しについて検討する考えを表明 

                 <主な答弁内容> 

          ○小学校の統廃合はせず、1 年前倒しで平成 26 年度末までに全ての小

中学校の耐震化を完了させる。施設面での条件が一定揃った段階で 

           全市的に通学区域の見直しを実施する。 

          ○見直しのポイント 

           ①極端な小規模校や大規模校の解消 

           ②安全面を優先し、大きな道路や線路を渡っての通学はできるだけ避

けたい。 

・平成 25年 12月 泉佐野市教育問題審議会に「泉佐野市立小学校及び中学校の通学区域の見 

直しについて」諮問   

・平成 26年 7月 泉佐野市の小中学校の通学区域の見直しを行うために、泉佐野市教育問題 

審議会を 4回開催済み（平成 27年 7月までに 10回程度開催予定）。 

第 4回までの審議会では、泉佐野市の児童生徒数や学級数、施設、通学区 

域などの現状を認識しながら、日本の人口の推移と将来人口のデータから 

今後を予想しつつ、通学区域の問題点や課題を抽出し、課題解決への案を 

作成し、平成 29年度当初からの通学区見直し実施に向け審議。 

・平成 27年 9月 答申 

9月 新通学区域（案）の作成 ⇒ 議会説明 

10月 地域説明会、パブリックコメント 

・平成 28年 1月上旬 定例教育員会（新通学区域の決定）  

・平成 29年 4月 新通学区域施行 
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（１３）小・中学校の学校給食を充実します 

小学校は戦後間もなく、中学校は平成 27 年から学校給食を提供しています。児童・生徒の学力

や体力をはじめとする成長の源となる食を充実させ、教育力の向上を図ります。安心・安全でお

いしい給食が円滑に実施できるよう衛生管理の徹底に努め、栄養バランスのとれた魅力のある献

立を提供します。 

食育の推進とともに、献立の工夫や小・中学校との連携を行います。学校給食用食材について

も、地元の野菜やお米を優先的に取り入れ、地産地消率の向上をめざします。 

また、食物アレルギーについては家庭・学校・給食センターとの連携を図るとともに、不規則

な生活の改善にむけた食習慣の確立に努めます。 

安心・安全な学校給食はもとより、児童・生徒の食欲を増進させることが必要であると考え、

平成 27年度から児童・生徒が考える学校給食の募集献立を提供することで学校給食をもっと近く

に感じ、学校給食を初めとする「食」について興味を持ってもらい、残菜量を減少させる取り組

みとして繋げていきます。また、残菜率の指標を設け達成できるよう努めます。 

 

<指標>    残菜率  小学校 令和元年度  7.0％   令和 6年度  4.5％ 

           中学校 令和元年度  1.9％   令和 6年度  1.9％ 

 

（１４）放課後児童健全育成事業を推進します 

放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会）は、市内 13小学校の小学校敷地内専用施設や教室

等を活用し、平日の放課後や土曜日及び長期休業期間において、保護者が昼間、就労等により不

在になっているのが常態である児童に対して、適切な遊び場及び生活の場を提供する事業です。 

平成 27年 4月より民間事業所に運営を委託し、延長保育や学習支援プログラムの実施及び支援

員の体制強化を図るなど事業内容を充実し、児童の健全育成に努めています。 

また、市内すべての小学校で実施している放課後子供教室では、放課後や週末等にすべての子

どもを対象に、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動、スポーツ・文化活動等

の機会を提供しています。 

さらに、放課後子ども総合プランの推進（放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な運営）

について、国の放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブ（留守家庭児童会）及び放

課後子供教室の一体的な実施に努めます。具体的には、平成 27年度から放課後児童クラブを教育

委員会に所管替えすることにより、一体的な運営を実施できる体制づくりを行い、共通プログラ

ムの企画段階からの連携、小学校の余裕教室等の活用についての検討等を行います。 

<指標> 

放課後児童健全育成の推進 令和元年度 令和 6年度 

放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会）登録児童数 1,132人 1,138人 

放課後子ども総合プランの推進 

（放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な運営） 
13か所 13か所 
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 （１５）幼児教育を充実します 

 現在、子どもたちを取り巻く社会環境は、めまぐるしく変化しており、子どもたちが自ら育つ

力をつけて、伸ばしていくことができる環境を整備していく必要があります。 

 特に乳・幼児期は、意欲、態度、基本的習慣など生涯にわたって人間形成の基礎づくりに重要

な時期であり、就学前の教育・保育はその後の子どもたちの「生きる力」の基礎になっています。 

 市内の 4、5 歳児の大半は、保育所、幼稚園に在籍してきましたが、平成 20 年 4 月の保育所保

育指針と幼稚園教育要領の改訂により、教育のねらいと内容については、両者の保育・教育内容

の差異は、ほとんどなくなっています。幼児が通う施設の違いに関わらず、子どもたちのより良

い育ちのための環境づくりが重要となっています。保護者のライフスタイルや働き方が多様化す

る中で、最近の社会情勢の変化とともに男女共に働きながら、子育てしていく世帯が増加してい

ます。子どもが生まれても安心して働き続けられる、また子育てをしながら働き続けることがで

きる教育・保育の環境づくりが求められています。  

このようなことから、本市では、公立保育所の老朽化と公立幼稚園のクラス減等の事情を踏ま

え、全ての子育て家庭を視野に入れた幼保一体化を目指し、施設的には公立幼稚園を有効的に活

用し、必要な施設増築を行って「こども園」とし、就学前の子どもが、より良い成長と発達を保

障できる環境整備を行い、平成３０年４月からは３園の認定こども園として運営しています。 

 こども園は、就労などの理由で保育の必要な子どもが通う保育所の機能と集団による就学前の

幼児教育を行う幼稚園の機能を併せ持つ施設です。 

 泉佐野市立こども園では、0 歳から 5 歳までの保育を必要とする子ども（長時間児）と幼稚園

を希望する 4 歳児及び 5 歳児（短時間児）が共に過ごします。また、子育て支援事業にも取り組

んでいきます。園庭開放や施設開放などを実施すると共に地域の子育て家庭を支援（育児相談、

訪問）するなど、地域における教育センターとしての機能を強化し、地域に開かれた園づくりを

推進します。 

<指標> 

     子育て支援事業育児相談対応件数  令和 2年度 46件（約３か月実施できず） 

          令和 6年度  70件 

 

（１６）生涯学習を推進します 

市民一人ひとりが個性や能力を伸ばし、生きがいのある充実した生活を送るために、生涯を通

して学習行動が行える「いつでも」「どこでも」「だれでも」学べるまちづくりを推進していきま

す。 

<指標> 

「生涯学習センター、佐野公民館、長南公民館、北部公民館、日根野公民館の合計年間利用者数」 

   主催講座への参加者数、自主サークルやクラブの貸館での利用者数の合計を算出し、生涯

学習と社会教育の広がりの指標とします。 

    合計年間利用者数 令和元年度 158,197人、 令和 6年度 162,000人    
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（１７）学校教育や市民との協働による歴史的資産の活用を推進します 

市内小・中学校との連携を深め、学校現場での地域学習や歴史学習の充実に努め、子どもたち

が、本市の歴史や文化に対して深い関心を持つことができるよう努めます。またそのことにより、

将来にわたって市民が郷土に対して深い関心を持つことができる意識の醸成につながるよう努め

ます。具体的には歴史館いずみさのの教育普及活動を充実し、市内小・中学校との連携を深め、

学校現場での地域学習や歴史学習の充実に努め、また、各小・中学校の総合的な学習の時間及び

社会科の時間に出向いて授業を行うなど（出前授業）、積極的な事業を展開します。さらには、

各小・中学校のニーズに応えた教材を作成・提供します。さらに 関係機関との連携強化 として

教育以外の部門とも連携し、情報交換及び共有に努めます。 

また、歴史館活動協力員（ボランティア）の活用を図ることなどによって、市民との協働をよ

り一層進め、また、NPO団体との連携を深めて、歴史的建築物などの歴史的資産を活用しながら、

地域の賑わいづくりなどにも取り組む事業を展開していきます。 

<指標> 

  歴史的資産の活用によるまちづくり・小中学校の歴史・地域教育の教材づくり   

令和元年度５校、 令和６年度 全校（18校）実施 

 

（１８）図書館機能の充実に努めます 

  図書館では、情報提供の基本である貸出業務に力を入れ、利用者のニーズを把握し的確な資料

収集・提供に努めます。また、インターネットに接続することで、いつでも電子書籍を読むこと

ができる「いずみさの電子図書館」の運営については、電子書籍の充実及び利便性の向上に取り

組み、図書館の新たな利用者層の獲得に努めます。 

 国立国会図書館、大阪府立図書館、府内の公立図書館等との相互協力体制を維持し、市民が必

要とする資料を探し出し、迅速に提供する予約・リクエストサービスの充実を図ります。レファ

レンスサービスについては、利用者の多様な調査研究に対し適切に応えられるように、職員の資

質向上に努めます。 

 子どもの読書活動の推進を図るため、児童向け図書においては、子ども自身がそれぞれの興味

関心に応じた本を選べるように、そして学校等との情報交換を進めながら、日常の学習や調べも

のに必要な資料を把握して収集に努めます。さらに小・中学校をはじめとする団体貸出資料の配

送システムを充実させます。 

 子どもたちの読書のきっかけづくりとして、定期的に実施している『おはなし会』に加えて、

夏休みや、春夏の読書週間など季節に合せたイベントを実施します。また、学校教育課と小中学

校と連携し、読んだ本を 100冊記録することができる「泉佐野こども読書通帳」を配布すること

で、子どもたちの読書意欲の向上、読書活動の推進に取り組みます。 

 ボランティア団体等と協働し、子どもが本と親しむ環境を充実させるための連携強化を図りま

す。図書館おはなし会ボランティアの募集・養成を行い、図書館や地域において活動する機会を

提供し協力体制を築きます。 

 毎年１１月を読書活動推進月間と定め、様々な読書推進に向けた啓発活動やイベント、一般利

用者向け「泉佐野読書通帳」を配布するなど、市民の読書活動の推進に取り組みます。 
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   <指標> 

   図書館における人口 1人当たりの個人年間貸出冊数を伸ばす 

   令和元年度 3.45冊  令和 6年度 5.10冊 

 

(１９)文化財を活かしたまちづくりをめざします 

本市には国宝の慈眼院多宝塔、重要文化財の奥家住宅をはじめ数多くの指定文化財や日本最多

の３つの日本遺産があります。さらに地域との関わりの中で育まれ、受け継がれた様々な歴史資

料が周辺の環境と調和しながら今も息づいています。 

泉佐野市ではこのような歴史文化遺産の現状把握と追及を行うために、現在全市域を対象とし

て文化財の総合的な把握調査を実施し、将来の歴史文化基本構想の策定、平成 30年の文化財保護

法改正を受け、さらに構想のアクションプランとなる文化財保存活用地域計画を令和３年度の文

化庁認定をめざします。 

また、山間部にある史跡日根荘遺跡の保存と整備に向け、史跡日根荘遺跡保存整備委員会を設

置し、平成 29年に保存管理計画の改訂をしました。また、史跡地を含む日根荘大木の文化的景観

の保護や整備も計画的に進め、周辺の景観保全を含めた遺跡の保存継承する施策を進めていきま

す。 

そうした一方で、３つの日本遺産のストーリーが海から山まで市内を縦断するように展開する

特徴を活かしたまちづくり、ひとづくりを推進し、関空の玄関都市というアドバンテージをもっ

てインバウンド効果や多くの来訪者の誘致も推進していきます。 

このように現代の社会情勢や価値観の大きな変動を踏まえ、市民が地域への愛着と文化財の価

値を再発見し、魅力あるまちづくりへ文化財を活かす様々な施策を進めていきます。 

<指標>  文化財保存に係る調査及び整備・活用等 令和元年度 ６件、令和６年度 20件 

 

（２０）生涯スポーツの振興を図ります 

 テレビゲームやスマートフォンの普及により、子どもたちが屋外で遊んだり、スポーツに接す

る機会が減少をしており、文部科学省による体力・運動能力調査の結果では体力水準が高かった

昭和 60年頃と比較すると低い水準となっています。 

 しかし、子どもたちがスポーツに親しみ楽しむ機会をつくることで、体力の向上と健康の

増進に繋がるとともに、長年にわたりスポーツを継続することができると考えられることか

ら、各施設の補修などを行い良好なスポーツ環境の維持に努めるほか、各種競技の市民大会

など活躍の機会の確保を行います。 

また、泉佐野市出身のトップアスリートへの応援を行い、その活躍状況を広報するなど、市民

のスポーツへの関心を高めるとともに意欲向上を図るなど積極的にスポーツの振興を図ります。 

<指標>   市民総合体育館及び健康増進センターの利用者数  

令和元年度 228,137 人、 令和６年度 280,400人 
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（２１）青少年の健全育成に努めます 

 こども会や青年団活動など、地域における世代を越えた結びつきが生まれる活動を支援するこ

とにより、「地域の子どもは地域で育てる」環境づくりを推進し、青少年健全育成活動の支援を行

います。また、多様な青少年活動に対応できる人材の育成のため、こども会・青年団を通しての

行事を推進するとともに、ジュニアリーダーなどの青少年リーダーの養成、指導者及び育成者へ

の研修の充実に努めます。 

 なお、青少年健全育成施設としての青少年センターは各種事業を通じて、青少年の居場所づく

りに努め、稲倉青少年野外活動センターは新たな活用について検討していきます。 

 

<指標> 青少年関係活動への参加者数 令和元年度 2,297人 令和６年度 2,400人 

 

 

施策の展開（指標と目標）表 

 

 
施策の具体的な内容 指 標 R 元年度実績値 R6 年度目標値 

1 学力・体力の向上 
全国学力・学習状況調査結果 全国平均以下 

全国平均との差 

－2.0 

全国体力・運動能力調査結果 全国平均以下 全国平均 

2 道徳教育の充実 全学級公開授業の実施校数 6 校 全校（18 校）実施 

3 人権教育の推進 
参観において人権教育の 

授業を行った学校数 

小学校 12 校 

中学校  2 校 

小学校 13 校 

中学校  5 校 

4 英語教育の推進 

CEFR A1レベル相当以上の 

英語力を有すると思われる 

中学校 3年生の割合 

37.9％ 50％ 

5 小中一貫教育の推進 

①児童生徒アンケート 

（小 6・中 1） 

「学校に行くのが楽しい」 

②児童生徒アンケート 

（小 6・中 1） 

「授業がよく分かる」 

①小学校 6年生 

 48.8％（R2） 

中学校 1年生 

 63.1％（R2）   

②小学校 6年生 

 55％（R2） 

 中学校 1年生 

 52.7％（R2） 

①小中ともに 

70％以上 

②小中ともに 

70％以上 

6 ＩＣＴ活用の充実 
授業における PC端末の 

月平均利用回数  
 平均１８回以上／月 

7 
生徒指導・教育相談体制

の充実 

①暴力行為発生件数（小学校）    

②暴力行為発生件数（中学校）    

③１００人当たりのいじめ認

①１３０件 

②３９件 

③４．０３件 

①６０件 

②３０件 

③全国平均 
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知件数 

④不登校児童率（小学校） 

⑤不登校生徒率（中学校）      

 

④０.８４％ 

⑤４.６８％ 

 

④０.４％以下 

⑤３.５％以下 

8 安心・安全な学校づくり 
市内一斉パトロール協力者 

（延べ人数） 
1,347人 1,500人 

9 
泉佐野市の未来を創る 

教育事業の充実 
被災地訪問参加人数 35人（累計） 90人（累計） 

10 国際交流の推進 

モンゴル国・ベトナム社会主義

共和国友好交流事業 

オーストラリア文化交流参加

人数 

オーストラリア等への派遣人

数 

10 名 

 

10 名 

 

463 人（累計） 

10 人 

 

10 人 

 

499 人（累計） 

13 
中学校給食の開始及び 

学校給食の充実 
残菜率 

小学校  7.0％ 

中学校 1.9％ 

小学校 4.5％ 

中学校 1.9％ 

14 

放課後児童健全育成の推進    

 放課後児童健全育成事業

（留守家庭児童会） 
登録児童数 1,132 人 1,138 人 

放課後子ども総合プラン

の推進（放課後児童クラブ

と放課後子供教室の一体

的な運営） 

箇所数 13 か所 13 か所 

15 幼児教育の充実 
子育て支援事業 

育児相談対応件数 

46 件（約３か月実施

できず） 

70 件 

16 
生涯学習センター等の 

利用促進 

生涯学習センター、佐野公民

館、長南公民館、北部公民館、

日根野公民館の合計年間利用

者数。 

158,197 人 162,000 人 

17 
学校教育や市民との協働

による歴史的資産の活用 

歴史的資産の活用によるまち

づくり、小中学校の歴史・地域

教育の教材作成 

 

５校 全校（18 校）実施 

18 図書館機能の充実 

図書館における人口１人当た

りの個人年間貸出冊数を伸ば

す 

3.45 冊 5.10 冊 

19 
文化財を活かした 

まちづくり 

文化財保存にかかる調査及び

整備・活用等 
６件 20 件 

20 生涯スポーツの振興 
市民総合体育館および 

健康増進センターの利用者数 
228,137 人 280,400 人 

21 青少年の健全育成 青少年関係活動への参加者数 2,297 人 2,400 人 
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第５章  基本計画の進行管理 

 

○計画の進行管理について 

 

本計画の進行管理については、本市教育行政基本条例第 5 条「市長及び教育委員会は、教育振

興基本計画の進捗を管理するため、共同してその点検及び評価を行うものとする。」をふまえ、「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 27条に基づき実施している「教育に関する事務の

点検及び評価」（教育行政の執行状況について点検を行い、報告書を作成して市議会報告・市民公

表を行う制度）を活用します。 

今後は点検・評価の質をより一層高め、本市教育の実態把握（Reserach）により立案した（Plan）

に沿って施策を実施（Do）するとともに、定期的な事業の自己点検とその結果に基づく成果や課

題を評価・検証し（Check）し、施策にフィードバック（Act）させる RPDCA サイクルを実践す

ることにより本計画の効果的かつ着実な推進に努めます。 

具体的には、毎年担当課の評価から理事者評価まで段階的に評価を行い、5 年に 1 度外部委員

による評価・点検を実施します。 
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